
平成29年4月1日 Ⅱ-２　⑥ 介護保険課 介護保険管理課 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年4月1日 I-7　① 介護保険課 介護保険管理課 事後
③事後で足りるものの任意に
事前に提出

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月4日

Ⅰ関連情報　７．評価実施機
関における担当部署　②所属
長の役職名

髙石　憲一 介護保険管理課長 事後
①重要な変更に当たらない
（様式改正により、課長名から
役職名の表示に変更）

平成29年4月1日 Ⅴ-２　① 介護保険課 介護保険管理課 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年4月1日 Ⅱ-３　⑦　使用部署 ①千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険課 ①千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険管理課 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月4日
Ⅵ　評価実施手続　１．基礎項
目評価①実施日

平成28年6月1日 平成31年1月4日 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）
事例３（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事後
①経年に伴う修正であり、重
要な変更に当たらない。

平成31年4月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）
事例３（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事後
①経年に伴う修正であり、重
要な変更に当たらない。

令和2年2月14日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム5

－

①システム名称
サービス検索・電子申請機能
②システムの機能
【住民向け機能】
・自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能
【地方公共団体向け機能】
・住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に
公開する機能

事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。

令和2年2月14日

（続き）
Ⅰ基本情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

⑭　居宅介護サービス計画作成依頼に係る届出（サービス検索・電子申請機能で
の受領を含む）
⑮　介護保険給付の支払方法の変更、一次差止め、給付制限に関する事務
⑯　介護保険料の賦課・徴収に関する事務

事前

令和2年2月14日

Ⅰ　基本情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

介護保険制度の運用のため、介護保険法に基
づく、介護保険被保険者の資格管理、受給者管
理、給付管理及び保険料の賦課・徴収を行う
（介護予防・日常生活支援総合事業に関する事
務を含む）。

市町村は、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律（以下
「番号法」という。）及び厚生労働省令の規定に
基づき、特定個人情報を以下の事務で取り扱
う。

①　介護保険被保険者の資格の取得・変更・喪
失に係る届出
②　住所地特例の適用・変更に係る届出
③　被保険者証の交付申請
④　要介護・要支援認定申請
⑤　要介護・要支援更新認定申請
⑥　要介護・要支援区分変更申請
⑦　被保険者証の再交付
⑧　サービス種類の指定の変更申請
⑨　高額介護サービス・高額介護予防サービス
等の支給申請
⑩　負担限度額認定申請
⑪　特例居宅介護・予防サービスの支給申請
⑫　介護保険給付の支払方法の変更、一次差
止め、給付制限に関する事務
⑬　介護保険料の賦課・徴収に関する事務

介護保険制度の運用のため、介護保険法に基づく、介護保険被保険者の資格管
理、受給者管理、給付管理及び保険料の賦課・徴収を行う（介護予防・日常生活支
援総合事業に関する事務を含む）。
市町村は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）及び厚生労働省令の規定に基づき、特定個人情報
を以下の事務で取り扱う。
①　介護保険被保険者の資格の取得・変更・喪失に係る届出
②　住所地特例の適用・変更に係る届出
③　被保険者証の交付申請
④　要介護・要支援認定申請（サービス検索・電子申請機能での受領を含む）
⑤　要介護・要支援更新認定申請（サービス検索・電子申請機能での受領を含む）
⑥　要介護・要支援区分変更申請（サービス検索・電子申請機能での受領を含む）
⑦　被保険者証・負担割合証の再交付（サービス検索・電子申請機能での受領を
含む）
⑧　サービス種類の指定の変更申請
⑨　高額介護サービス費・高額介護予防サービス費等の支給申請（サービス検索・
電子申請機能での受領を含む）
⑩　高額医療合算介護サービス費等の支給申請
⑪負担限度額認定申請（サービス検索・電子申請機能での受領を含む）
⑫　特例居宅介護・予防サービス費の支給申請
⑬　福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請（サービス検索・電子申請機能での
受領を含む）

事前 ①重要な変更に当たる

令和2年2月14日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（別表第２における情報照会の根拠）
番号法別表第二の９３及び９４の項
（別表第２における情報提供の根拠）
番号法別表第二の２、３、５、６、８、１１、１７、２
２、２６、４２、４３、５６の２、６１、６２、８０、８１、８
７、９４、９７、１０８、１０９の項

（別表第２における情報照会の根拠）
番号法別表第二の９３及び９４の項
（別表第２における情報提供の根拠）
番号法別表第二の２、３、５、６、８、１１、１７、２２、２６、３３、３９、４２、４３、５６の
２、５８、６１、６２、８０、８１、８７、９４、９７、１０８、１０９の項

事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託の有無

委託する
３件

委託する
４件

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法

紙、専用線、庁内連携システム、その他（住民基
本台帳ネットワークシステム）

紙、専用線、庁内連携システム、その他（住民基本台帳ネットワークシステム、
サービス検索・電子申請機能）

事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先４９

－

提供先４９　日本私立学校振興・共済事業団
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の33の項
 ②提供先における用途　高額介護合算療養費の算定のための他制度での支給
額の確認
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
 ⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

－

委託事項４
民間送達サービス事業の利用
①委託内容
住民からの電子申請データの受領・印刷・庁舎への郵送の委託
②委託先における取扱者数
10人未満
③委託先名
日本郵便株式会社
④再委託
再委託しない

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル～(5)賦
課・収滞納ファイル　４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託　委託事項１　⑧再委託
の許諾方法

委託先業者はあらかじめ書面により、再委託の
理由、再委託先、再委託の内容、再委託先が取
り扱う情報及び再委託先に対する監督方法等を
通知し、承諾を得ることにより再委託できる。

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再委託先のセキュリティ管理体制を確
認した上で、事前に書面により再委託が必要な理由、再委託先、再委託の内容、
再委託先が取り扱う情報及び再委託先に対する監督方法等を通知し、承諾を得る
ことにより再委託できる。

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５２

－

提供先５２　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　傷病手当金の支給決定
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５１

－

提供先５１　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　高額介護合算療養費の支給の決定
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５０

－

提供先５０　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５３

－

提供先５３　地方公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５５

－

提供先５５　地方公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
 ②提供先における用途　傷病手当金の支給決定
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５４

－

提供先５４　地方公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
 ②提供先における用途　高額介護合算療養費の支給の決定
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託の有無

委託する
３件

委託する
４件

事前 ①重要な変更に当たる.

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法

紙、その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム）

紙、その他（住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検索・電子申請機能） 事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先５６

－

提供先５６　都道府県知事等
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の108の項
 ②提供先における用途　新高額障害福祉サービス等給付費の支給
 ③提供する情報　介護保険被保険者資格関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３６

－

提供先３６　地方公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３５

－

提供先３５　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

－

委託事項４
民間送達サービス事業の利用
①委託内容
住民からの電子申請データの受領・印刷・庁舎への郵送の委託
②委託先における取扱者数
10人未満
③委託先名
日本郵便株式会社
④再委託
再委託しない

事前 ①重要な変更に当たる.

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(2)認定ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３７

－

提供先３７　都道府県知事等
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の108の項
 ②提供先における用途　新高額障害福祉サービス等給付費の支給
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
 ⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　　(3)受給ファイル　３．
特定個人情報の入手・使用
②入手方法

紙、専用線、庁内連携システム、情報提供ネット
ワークシステム、その他（住民基本台帳ネット
ワークシステム）

紙、専用線、庁内連携システム、情報提供ネットワークシステム、その他（住民基
本台帳ネットワークシステム、サービス検索・電子申請機能）

事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　２．基
本情報　④記録される項目
その妥当性

・個人番号、その他識別情報（内部番号）
：本人確認等、対象者を正確に特定するために
保有
・４情報、連絡先等情報、その他住民票関係情
報
：対象者の申請・届出時点の居住地、世帯情報
を把握するために保有
・介護・高齢者福祉関係情報
：介護保険の受給者管理を行うために保有

・個人番号、その他識別情報（内部番号）
：本人確認等、対象者を正確に特定するために保有
・４情報、連絡先等情報、その他住民票関係情報
：対象者の申請・届出時点の居住地、世帯情報を把握するために保有
・介護・高齢者福祉関係情報
：介護保険の受給者管理を行うために保有
・地方税関係情報
：介護保険の受給者管理を行うために保有
・生活保護・社会福祉関係情報
：介護保険の受給者管理を行うために保有

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項５

－

委託事項５
民間送達サービス事業の利用
①委託内容
住民からの電子申請データの受領・印刷・庁舎への郵送の委託
②委託先における取扱者数
10人未満
③委託先名
日本郵便株式会社
④再委託
再委託しない

事前 ①重要な変更に当たる.

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４　⑧再委
託の許諾方法

委託先業者はあらかじめ書面により、再委託の
理由、再委託先、再委託の内容、再委託先が取
り扱う情報及び再委託先に対する監督方法等を
通知し、承諾を得ることにより再委託できる。

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再委託先のセキュリティ管理体制を確
認した上で、事前に書面により再委託が必要な理由、再委託先、再委託の内容、
再委託先が取り扱う情報及び再委託先に対する監督方法等を通知し、承諾を得る
ことにより再委託できる。

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託の有無

委託する
４件

委託する
５件

事前 ①重要な変更に当たる.

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３７

－

提供先３７　都道府県知事等
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の108の項
 ②提供先における用途　新高額障害福祉サービス等給付費の支給
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３６

－

提供先３６　地方公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(3)受給ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３５

－

提供先３５　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険受給者関連情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　２．基
本情報　④記録される項目
その妥当性

・個人番号、その他識別情報（内部番号）
：本人確認等、対象者を正確に特定するために
保有
・４情報、連絡先等情報、その他住民票関係情
報
：対象者の申請・届出時点の居住地、世帯情報
を把握するために保有
・介護・高齢者福祉関係情報
：介護保険の給付管理を行うために保有

・個人番号、その他識別情報（内部番号）
：本人確認等、対象者を正確に特定するために保有
・４情報、連絡先等情報、その他住民票関係情報
：対象者の申請・届出時点の居住地、世帯情報を把握するために保有
・介護・高齢者福祉関係情報
：介護保険の給付管理を行うために保有
・地方税関係情報
：介護保険の給付管理を行うために保有
・生活保護・社会福祉関係情報
：介護保険の給付管理を行うために保有

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託の有
無

委託する
３件

委託する
４件

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法

紙、専用線、庁内連携システム、情報提供ネット
ワークシステム、その他（住民基本台帳ネット
ワークシステム）

紙、専用線、庁内連携システム、情報提供ネットワークシステム、その他（住民基
本台帳ネットワークシステム、サービス検索・電子申請機能）

事前
③重要な変更に伴う修正であ
り、事前の提出が必要である。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

－

委託事項４
民間送達サービス事業の利用
①委託内容
住民からの電子申請データの受領・印刷・庁舎への郵送の委託
②委託先における取扱者数
10人未満
③委託先名
日本郵便株式会社
④再委託
再委託しない

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３４

－

提供先３４　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
②提供先における用途　高額介護合算療養費の支給の決定
③提供する情報　介護保険給付情報、介護保険総合事業情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３３

－

提供先３３　国家公務員共済組合
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の39の項
 ②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
 ③提供する情報　介護保険給付情報、介護保険総合事業情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３２

－

提供先３２　日本私立学校振興・共済事業団
 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の33の項
 ②提供先における用途　高額介護合算療養費の算定のための他制度での支給
額の確認
 ③提供する情報　介護保険給付情報、介護保険総合事業情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３７

－

提供先３７　都道府県知事等
①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の108の項
②提供先における用途　新高額障害福祉サービス等給付費の支給
③提供する情報　介護保険給付情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３６

－

提供先３６　地方公務員共済組合
①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
②提供先における用途　高額介護合算療養費の支給の決定
③提供する情報　介護保険給付情報、介護保険総合事業情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(4)給付ファイル　５．特
定個人情報の提供・移転　提
供先３５

－

提供先３５　地方公務員共済組合
①法令上の根拠　番号法第19条第7号　別表第二の58の項
②提供先における用途　他の法令による療養との調整（介護保険）
③提供する情報　介護保険給付情報、介護保険総合事業情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲　千葉市に住所を有する被保険者および
住所地特例者。
⑥提供方法　情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

事前
③事後で足りるものの任意に
事前に提出する。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(1)資格ファイル～
(4)給付ファイル　６．特定
個人情報の保管・消去　③
消去方法

【介護保険システムにおける措置】
物理消去を実施する。
【中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置】①特定個人情報の消去は、地方公
共団体からの操作によって実施されるた
め、通常中間サーバー・プラットフォーム
の保守・運用を行う事業者が特定個人情報
を消去することはない。②ディスク交換や
ハード更改などの際は、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者
において、保存された情報が読み出しでき
ないように、物理的破壊又は専用ソフトな
どを利用して完全に消去する。

【介護保険システム関連における措置】
・保存期間を過ぎた申請書等、紙媒体の特定個人情報については、溶解処
理等の復元不可能な手段により廃棄する。
・電子媒体等について、保存期間を経過したものを廃棄する場合は、専用
のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕等によりデータの復元が
不可能になるようにする。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体からの操作によって実施されるた
め、通常中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特
定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォーム
の保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできない
ように、物理的破壊又は専用ソフトなどを利用して完全に消去する。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(1)資格ファイル～
(4)給付ファイル　６．特定
個人情報の保管・消去　①
保管場所

＜データセンタにおける措置＞
２４時間３６５日有人による入退館管理を
実施している建物の中で、さらに入退室管
理（注）を行っている部屋（サーバ室）に
設置している施錠管理されたサーバ内に保
管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する
者の特定と、金属探知機による持込・持出
物品を確認する等の管理を行う。

【紙媒体等における措置】
・申請書等の紙媒体の取扱いは、許可された者以外入室することのできな
い執務室内に限られており、使用後は、施錠可能な定められた場所に格納
している。
・窓口業務等を行う部署においては、紙媒体やオンラインの画面が第三者
に見えないような配慮を徹底している。

【業務共通システム・介護保険システムにおける措置】
２４時間３６５日有人による入退館管理を実施している建物の中で、さら
に入退室管理（注）を行っている部屋（サーバ室）に設置している施錠管
理されたサーバ内に保管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する者の特定と、金属探知機による
持込・持出物品を確認する等の管理を行う。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、
データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース
内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワークシス
テムを通じた入手を除く。）　リ
スク１：目的外の入手が行わ
れるリスク　その他の措置の
内容

－
住民がサービス検索・電子申請機能の画面の誘導に従いサービスを検索、申請
フォームを選択して必要な情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行
うことで、異なる手続に係る申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(5)賦課・収滞納
ファイル　６．特定個人情
報の保管・消去　③消去方
法

【介護保険システムにおける措置】
物理消去を実施する。
【中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置】①特定個人情報の消去は、地方公
共団体からの操作によって実施されるた
め、通常中間サーバー・プラットフォーム
の保守・運用を行う事業者が特定個人情報
を消去することはない。②ディスク交換や
ハード更改などの際は、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者
において、保存された情報が読み出しでき
ないように、物理的破壊又は専用ソフトな
どを利用して完全に消去する。

【介護保険システム関連における措置】
・電子媒体等について、保存期間を経過したものを廃棄する場合は、専用
のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕等によりデータの復元が
不可能になるようにする。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体からの操作によって実施されるた
め、通常中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特
定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォーム
の保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできない
ように、物理的破壊又は専用ソフトなどを利用して完全に消去する。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(5)賦課・収滞納
ファイル　６．特定個人情
報の保管・消去　①保管場
所

＜データセンタにおける措置＞
２４時間３６５日有人による入退館管理を
実施している建物の中で、さらに入退室管
理（注）を行っている部屋（サーバ室）に
設置している施錠管理されたサーバ内に保
管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する
者の特定と、金属探知機による持込・持出
物品を確認する等の管理を行う。

・窓口業務等を行う部署においては、オンラインの画面が第三者に見えな
いような配慮を徹底している。

【業務共通システム・介護保険システムにおける措置】
２４時間３６５日有人による入退館管理を実施している建物の中で、さら
に入退室管理（注）を行っている部屋（サーバ室）に設置している施錠管
理されたサーバ内に保管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する者の特定と、金属探知機による
持込・持出物品を確認する等の管理を行う。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、
データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース
内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワークシス
テムを通じた入手を除く。）　リ
スク３：入手した特定個人情報
が不正確であるリスク　個人
番号の真正性確認の措置の
内容

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本
人の個人番号カード又は通知カード、運転免許
証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険
法に基づく提出代行の場合）の提示や窓口での
聞き取り等に基づき、届出書及び申請書に印刷
済みの項目や介護保険システム等と照合するこ
とにより個人番号の真正性の確認を行う。

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本人の個人番号カード又は通知カー
ド、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法に基づく提出代行の
場合）の提示や窓口での聞き取り等に基づき、届出書及び申請書に印刷済みの項
目や介護保険システム等と照合することにより個人番号の真正性の確認を行う。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の入力時には、チェックデジット等の
機能により、不正確な個人番号が入力されないようにしている。また、個人番号
カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うこと
により、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワークシス
テムを通じた入手を除く。）　リ
スク３：入手した特定個人情報
が不正確であるリスク　入手
の際の本人確認の措置の内
容

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本
人の個人番号カード又は通知カード、運転免許
証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険
法に基づく提出代行の場合）の提示や窓口での
聞き取り等により、本人確認を行う。

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本人の個人番号カード又は通知カー
ド、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法に基づく提出代行の
場合）の提示や窓口での聞き取り等により、本人確認を行う。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信する
ためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、
電子署名付与済の個人番号付電子申請データを受領した委託機関は署名検証
（有効性確認、改ざん検知等）を実施することとなる。

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

（続き）
Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　情報保護
管理体制の確認

【日本郵便への委託】
・契約業者はサービス約款を定めており、個人情報の取り扱いについては、「個人
情報取扱特記事項」を遵守しなければならないこととしている。その内容としては、
秘密の保持、授業者への周知、再委託の禁止、収集の制限、目的外使用等の禁
止、複写の禁止、適正な管理、発注者が必要と認めるときの契約業者に対する報
告の求め又は実地の検査等としている。また、本特記事故項に違反していると認
めた場合には、契約の解除及び損害賠償の請求をすることをできることを規定して
いる。

事前

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　情報保護
管理体制の確認

【千葉市介護保険システム開発保守サービス契
約】
選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止など、個人情報保護条例等に基づき事
務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行
う者が講じなければならない事項を定めた個人
情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明
記した契約書により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。
【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の
適正な管理をさせることとするほか、目的外の
利用禁止、複写の禁止など、個人情報保護条例
等に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、
その業務を行う者が講じなければならない事項
を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の
罰則規定を明記した文書を取り交わす。

【千葉市介護保険システム開発保守サービス契約】
選定時においては、以下の事項を入札参加資格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（ＩＳＯ２７００１）を取得していること、
又はこれと同等の情報セキュリティマネジメントシステムを有すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれかを取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の適
正な管理をさせることとするほか、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必
要と認めるときの契約業者に対する報告の求め又は実地の検査など、個人情報保
護条例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が講じな
ければならない事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明
記した契約書により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・責任者を定め、プロジェクトメンバー
にセキュリティ管理規約を遵守させることとしている。
【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさせることとするほ
か、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるときの契約業者に対
する報告の求め又は実地の検査など、個人情報保護条例等に基づき事務の委
託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が講じなければならない事項を定めた
個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明記した文書を取り交わす。

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワークシス
テムを通じた入手を除く。）　リ
スク３：入手した特定個人情報
が不正確であるリスク　特定
個人情報の正確性確保の措
置の内容

・上記個人番号の真正性の確保と同様に、本人
の個人番号カード又は通知カード、運転免許
証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険
法に基づく提出代行の場合）の提示や窓口での
聞き取り等に基づき、確認する。
・収集後に情報が変化した場合は、住民記録シ
ステムとの連携により修正し、正確性を確保す
る。

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認
することで正確性を確保している。
・収集後に情報が変化した場合は、住民記録システムとの連携により修正し、正確
性を確保する。

事前

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク　⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか
その内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載） 事後
①経年に伴う修正であり、重
要な変更に当たらない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　再委託先
による特定個人情報ファイル
の適切な取扱いの確保　具体
的な方法

・契約書等において、原則として、委託先は他者
へ委託し、又は請け負わせてはならず、再委託
を行う場合には、千葉市と委託先が協議したう
え、再委託先において委託先と同程度以上のセ
キュリティの体制が確保できるとして千葉市が承
認をした場合のみ例外的に認めることを定めて
いる。再委託先におけるセキュリティ体制につい
ては、千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に
基づき確認している。

・契約書等において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負わせてはな
らず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議したうえ、再委託先において
委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保できるとして千葉市が承認をした
場合のみ例外的に認めることを定めている。再委託先におけるセキュリティ体制に
ついては、委託先を通じて、千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認
する。また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先に報告を求め又は実
地に検査することができる。

事前

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載） 事後
①経年に伴う修正であり、重
要な変更に当たらない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク　⑤物理的対策　具体的な
対策の内容

【千葉市における措置】
（略）
＜サーバー室について＞
（略）
＜区役所等執務室について＞
（略）
＜その他の対策＞
【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気
ディスク）へデータベースの退避データを作成し
ている。また、週毎に磁気ディスク上のデータを
ＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて保管している。
・日々の退避データは１週間保存している。ま
た、遠隔地保管については遠隔地で３週間保存
し、その後データセンターで１０週間（計１３週
間）保存している。

【中間サーバー・プラネットフォームにおける措
置】
（略）

【千葉市における措置】
（略）
＜サーバー室について＞
（略）
＜区役所等執務室について＞
（略）
＜その他の対策＞
【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気ディスク）へデータベースの退避デー
タを作成している。また、週毎に磁気ディスク上のデータをＬＴＯ媒体へ複写し、遠
隔地にて保管している。
・日々の退避データは１週間、遠隔地保管する複写データは３週間保存している。

【中間サーバー・プラネットフォームにおける措置】
（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続を正確に記載
したものであり、リスクが高ま
るものではないことから、事前
の提出・公表を必要としない。

令和2年2月14日

Ⅳ　その他のリスク対策　２．
従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

＜千葉市における措置＞
・千葉市情報セキュリティポリシー等に基づき、
情報セキュリティ対策実施手順書を作成し、職
員へ周知する。また、情報漏えいなどの新聞記
事などを活用して危機管理意識を啓発する。
・正規職員を対象に情報セキュリティ研修を実施
するとともに、非正規職員に対しては、職場内研
修により教育を行う。
　毎年、介護保険システムの初任者研修を実施
する。

＜千葉市における措置＞
・千葉市情報セキュリティポリシー等に基づき、情報セキュリティ対策実施手順書を
作成し、職員へ周知する。
・正規職員を対象として、下記事項に関する研修を実施する。非正規職員等に対し
ては、職場内研修により下記事項に関する教育を行う。
①情報セキュリティに関する事項（千葉市情報セキュリティ対策基準の定めによ
る。）
②特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの
確保に関する事項（番号法の定めによる。）
③個人情報保護に関する事項（千葉市個人情報保護事務取扱要綱の定めによ
る。）
・違反行為をした従業者等は、懲戒処分の指針に基づき懲戒の対象となるほか、
千葉市個人情報保護条例に定める罰則が適用されることがある。

【介護保険システムにおける措置】
・初任者を対象とした研修を毎年実施する。
・情報漏えいなどの新聞記事などを活用して危機管理意識を啓発する。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①運用規則などに基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及
び事業者に対し、セキュリティ研修などを実施することとしている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則などについて研
修を行うこととしている。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日
Ⅳ　その他のリスク対策　１．
監査　②監査　具体的な内容

＜千葉市における措置＞
情報セキュリティ対策に係る指導を担当する部
署が、特定個人情報を取扱う部署における情報
資産の取り扱いに関する内部監査を定期的に
行う。また、指摘事項については優先順位を付
けて順位の高いものから改善に努めている。
【主な確認項目】
　・情報セキュリティ対策のうち職員が守るべき
内容を遵守する旨の誓約書の提出状況
　・不要となった情報資産の管理状況
　・特定個人情報が記載された紙（申請書等）及
び電子記録媒体の管理状況
　・正規職員及び非正規職員に対するセキュリ
ティ対策に係る教育の実施状況

＜千葉市における措置＞
○内部監査
「千葉市特定個人情報保護評価監査マニュアル」に基づき、評価総括部署は、全
項目評価書又は重点項目評価書を作成する事務において、当該事務が当該評価
書及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公
共団体等編）」の記載どおり運用されていることを書類確認、ヒアリングその他の方
法により定期的に（原則５年間に１回以上）監査する。
監査の結果、評価総括部署が指摘した事項については、担当部署が改善に向け
た対応を行うものとする。
○「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づく確認事項
①情報セキュリティ監査
情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、委託先における情報セキュリ
ティ対策の履行状況を確認する為、情報セキュリティ監査等を必要に応じて実施す
る。
②情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認
・情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、情報セキュリティポリシーの
遵守状況及び違反の発生状況について、常に確認を行うこととしている。
・情報システム管理者は、情報システムの設定が情報セキュリティポリシーを遵守
したものとなっているか、及び当該設定により問題が発生していないか定期的に確
認する。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を
行うこととしている。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅵ　その他のリスク対策　２．
国民・住民等からの意見の聴
取　④主な意見の内容

なし

・特定個人情報の取扱いの手段・流れを明確にし、リスクを具体的に把握するべき
である。
・「個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言」の特記事項において、委託先
との情報管理体制の確認や秘密保持に関しての契約のほか、流出・漏えいした場
合に備えての損害賠償の予定に関する記述を追加するべきである。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅵ　その他のリスク対策　２．
国民・住民等からの意見の聴
取　②実施日・期間

平成28年7月15日から平成28年8月15日まで
（32日間）

令和元年9月1日から令和元年9月30日まで（30日間） 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日
Ⅵ　２．国民・住民等からの意
見の聴取　評価書への反映

-
・「Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」の部分を中心
に評価書を再度見直し、不足している対策を追記した。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(4)給付ファイル
３．特定個人情報の入手・
使用　⑤本人への明示

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第１の６８及
び行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める命令に介護サービス費の申請
において特定個人情報を取得する旨明示されて
いる。

本人に直接示していないが、番号法別表第１の６８及び行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第１の主務省令で定める
事務を定める命令第５０条に介護サービス費の申請において特定個人情報を取得
する旨規定されている。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(1)資格ファイル～
(3)受給ファイル　３．特定
個人情報の入手・使用　⑤
本人への明示

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第１の６８及
び行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める命令に認定申請時に特定個人
情報を取得する旨明示されている。

本人に直接示していないが、番号法別表第１の６８及び行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第１の主務省令で定める
事務を定める命令第５０条に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規定されて
いる。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　３．特定個人情報の使
用　リスク２：権限のない者（元
職員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用され
るリスク　アクセス権限の管理
具体的な管理方法

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜介護保険システムにおける措置＞
システム利用管理者が定期的にユーザＩＤやアクセス権限を再確認し、職員の異動
／退職により業務上アクセスが不要となったものについては変更・削除を行い、残
存を防止する。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．リスク１：目的外の入
手が行われるリスク　必要な
情報以外を入手することを防
止するための措置の内容

・庁外からの情報の入手の場合、あらかじめ定
められた項目に基づいた書式をやり取りするた
め、必要な情報以外を入手することはない。

・情報を入手する際、あらかじめ定められた項目に基づいた書式をやり取りするた
め、必要な情報以外を入手することはない。
・保険料の賦課に必要な情報は、特定の相手から最低限のものを取得する。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．リスク１：目的外の入
手が行われるリスク　対象者
以外の情報の入手を防止する
ための措置の内容

・介護認定申請・給付関係の申請等を窓口で受
け付けた場合は、本人の個人番号カード又は通
知カード、運転免許証、旅券、被保険者証、身
分証明証（介護保険法に基づく提出代行の場
合）により本人の情報であることを窓口で確認し
ている。
・資格取得等に係る届出書等については、住民
記録システムとのデータ連携により取得しており
本人以外の情報を入手することはない。

・介護認定申請・給付関係の申請等を窓口で受け付けた場合は、本人の個人番号
カード又は通知カード、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法
に基づく提出代行の場合）により本人の情報であることを窓口で確認している。
・資格取得等に係る届出書等については、住民記録システムとのデータ連携により
取得しており本人以外の情報を入手することはない。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信する
ためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、
本人からの情報のみが送信される。

事前
①重要な変更の項目に当た
る。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要　(5)賦課・収滞納
ファイル　３．特定個人情
報の入手・使用　⑤本人へ
の明示

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第１の６８及
び行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める命令において介護保険料の賦
課を行うにあたり特定個人情報を取得する旨明
示されている。

本人に直接示していないが、番号法別表第１の６８及び行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第１の主務省令で定める
事務を定める命令第５０条において介護保険料の賦課を行うにあたり特定個人情
報を取得する旨規定されている。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワークシス
テムを通じた入手を除く。）リス
ク４：入手の際に特定個人情
報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

特定個人情報の入手に関しては、次の点につい
て職員等に対する教育を徹底する。

【紙媒体に対する措置】
（略）

【電子データに対する措置】
（略）

【業務共通システムに対する措置】
（略）

特定個人情報の入手に関しては、次の点について職員等に対する教育を徹底す
る。

【紙媒体に対する措置】
（略）

【電子データに対する措置】
（略）

【業務共通システムに対する措置】
（略）

【サービス検索・電子申請機能に対する措置】
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、委託事業者が委託契約
に基づき、申請情報を封緘し、書留等の記録が残り追跡可能な手段で地方公共団
体に郵送することにより、安全を確保している。
また、事務所管課においても、月１回程度、サービス検索・電子申請機能にアクセ
スして申請履歴と到達文書とを突合し漏れがないことを確認するものとする。

事前 ①重要な変更に当たる。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．リスク２:不適切な方
法で入手が行われるリスク　リ
スクに対する措置の内容

・個人番号の記載を要する届出書及び申請書
は、法令及び条例等において規定されるため、
被保険者及び被保険者等が個人番号の記載が
必要であることを確認することができる。
・保険料の賦課に必要となる最低限の情報を特
定の相手から取得するため、収集時に情報が詐
取・奪取されることない。

・個人番号の記載を要する届出書及び申請書は、法令及び条例等において規定さ
れるため、被保険者及び被保険者等が個人番号の記載が必要であることを確認
することができる。
・保険料の賦課に必要な情報は、特定の相手から最低限のものを取得しており、
入手元から情報を詐取・奪取することはない。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民に何の手続を探し電子
申請を行いたいのか理解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請
フォームが何のサービスにつながるものか明示することで、住民に過剰な負担をか
けることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。

事前
①重要な変更の項目に当た
る。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　３．特定個人情報の使
用　リスク２：権限のない者（元
職員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用され
るリスク　ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

＜業務共通システムにおける措置＞
システムを利用する必要がある職員を特定し、
個人ごとにユーザＩＤを割り当てるとともに、ユー
ザＩＤと生体認証（又はパスワード）による個人認
証を行う。

＜業務共通システム・介護保険システムにおける措置＞
システムを利用する必要がある職員を特定し、個人ごとにユーザＩＤを割り当てると
ともに、ユーザＩＤと生体認証（又はパスワード）による個人認証を行う。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　３．特定個人情報の使
用　リスク２：権限のない者（元
職員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用され
るリスク　その他の措置の内
容

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜介護保険システムにおける措置＞
端末ＰＣについて、画面の盗み見・不正利用対策として、一定時間経過後に自動
的にログオフする制御を行う。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　３．特定個人情報の使
用　リスク２：権限のない者（元
職員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用され
るリスク　その他の措置の内
容

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜業務共通システムにおける措置＞
（略）

＜介護保険システムにおける措置＞
（１）発効管理
システム利用管理者がシステムを利用する職員に対して個別にユーザＩＤを発効
し、アクセス権限を設定する。
（２）失効管理
システム利用管理者は、権限を有していた職員の異動／退職が生じた際にはアク
セス権限を更新し、当該ユーザＩＤを失効させる。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和2年2月14日
Ⅵ　評価実施手続　３．第三者
点検　③結果

評価書の記載内容については、番号法、特定個
人情報保護評価に関する規則、特定個人情報
保護評価指針、千葉市個人情報保護条例の規
定に照らし、現段階の評価としては妥当であると
して了承された。
また、市は、千葉県国民健康保険団体連合会に
対する積極的な検査の実施等を通じて個人情
報の取扱状況等を注視していくなど、引き続き
個人情報の安全性の確保に努めるよう意見が
あった。

評価書の記載内容については、現段階の評価としては妥当であるとして了承され
た。
ただし、実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の委託先及び再委託先におけ
る情報管理のあり方について、さらに検討を進めるべきであるとの意見が付され
た。

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日
Ⅵ　評価実施手続　３．第三者
点検　①実施日

平成28年8月30日 令和元年7月23日、11月19日、令和2年1月9日 事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託 特定個人
情報の提供ルール　委託元と
委託先間の提供に関するルー
ルの内容及びルール遵守の
確認方法

・「個人情報取扱特記事項」の定めにより、必要
があると認めるときは、委託先に対し報告を求
め又は実地に検査することができる。

・委託先では、特定個人情報は管理措置が講じられた作業場所において取り扱う
ものとし、当該作業場所以外の場所への特定個人情報の持出、提供を禁止してい
る。
・委託先との間で特定個人情報等を運搬により提供する場合は、特定個人情報が
記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は
暗号化を施すこと等、個人情報等の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬を
行う。
・「個人情報取扱特記事項」の定めにより、必要があると認めるときは、委託先に対
し報告を求め又は実地に検査することができる。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要としな
い。

令和5年3月31日

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務　②
事務の内容　別添

図

（備考）
１　サービス検索・電子申請機能
【住民向け機能】
・自らが受けることができるサービスをオンライ
ンで検索及び申請ができる機能
【地方公共団体向け機能】
・住民が電子申請を行った際の申請データ取得
画面又は機能を、地方公共団体に公開する機
能

図

１　サービス検索・電子申請機能
　【住民向け機能】
　・自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能
　【地方公共団体向け機能】
　・住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体
に公開する機能

２　申請管理システム
（１）宛名番号紐付情報の管理
マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号（以下、
「シリアル番号」という）と、本市の住民記録システムが住民に付番した庁内利用目
的の番号（以下、「宛名番号」という）の紐付情報の管理を行う。
（２）申請データ取込機能

事前

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　(1)資格ファイル～(４）給
付ファイル　５．特定個人情報
の提供・移転　提供先

 ①法令上の根拠　番号法第19条第7号  ①法令上の根拠　番号法第19条第8号 事前

令和2年2月14日

Ⅴ　開示請求、問合せ　２．特
定個人情報ファイルの取扱い
に関する問合せ　①連絡先

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉
市役所１階
千葉市役所　保健福祉局　高齢障害部　介護保
険管理課
043-245-5061

〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
千葉市役所　保健福祉局　高齢障害部　介護保険管理課
043-245-5061

事後
③その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和5年3月31日

Ⅰ　基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム６
②システムの機能

１　宛名番号紐付情報の管理
　　マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書　のシリアル番号
（以下、「シリアル番号」という）と、本市の住民記録システムが住民に付番した庁
内利用目的の番号（以下、「宛名番号」という）の紐付情報の管理を行う。
２　申請データ取込機能
　　サービス検索・電子申請機能から申請されたデータ（以下、「申請データ」とい
う）を、連携サーバ経由で取り込む。
３　申請データのデータベース格納
　　申請データをデータベースに格納する。
４　シリアル番号による申請者特定
　　申請データに格納されているシリアル番号を宛名番号に変換する。
５　申請内容照会とステータス管理
　　申請内容の確認や審査を行うための画面照会機能
６　基幹システムとの申請データ連携
　　基幹システムへ申請データを連携する機能

事前

令和5年3月31日

Ⅰ　基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム６
①システム名称

申請管理システム 事前

令和5年3月31日

Ⅰ　基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム５
③他システムとの接続

その他　申請管理システム 事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（１）資格ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

民間送達サービス事業の利用 削除 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（１）資格ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法　その他

住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検
索・電子申請機能

住民基本台帳ネットワークシステム 事前

令和5年3月31日

Ⅰ　基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム６
③他のシステムとの接続　そ
の他

サービス検索・電子申請機能 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（３）受給ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法　その他

住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検
索・電子申請機能

住民基本台帳ネットワークシステム 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（２）認定ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

民間送達サービス事業の利用 削除 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（２）認定ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法　その他

住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検
索・電子申請機能

住民基本台帳ネットワークシステム 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（４）給付ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項４

民間送達サービス事業の利用 削除 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（４）給付ファイル　３．特
定個人情報の入手・使用　②
入手方法　その他

住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検
索・電子申請機能

住民基本台帳ネットワークシステム 事前

令和5年3月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（３）受給ファイル　４．特
定個人情報ファイルの取扱い
の委託　委託事項５

民間送達サービス事業の利用 削除 事前

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク１：目的外の入手が
行われるリスク　その他の措
置の内容

・住民がサービス検索・電子申請機能の画面の
誘導に従いサービスを検索、申請フォームを選
択して必要な情報を入力することとなるが、画面
での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る
申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防止
する。

削除 事前

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク１：目的外の入手が
行われるリスク　対象者以外
の情報の入手を防止するため
の措置の内容

・介護認定申請・給付関係の申請等を窓口で受
け付けた場合は、本人の個人番号カード又は通
知カード、運転免許証、旅券、被保険者証、身
分証明証（介護保険法に基づく提出代行の場
合）により本人の情報であることを窓口で確認し
ている。
・資格取得等に係る届出書等については、住民
記録システムとのデータ連携により取得しており
本人以外の情報を入手することはない。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、本人からの情報のみが送
信される。

・介護認定申請・給付関係の申請等を窓口で受け付けた場合は、本人の個人番号
カード又は通知カード、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法
に基づく提出代行の場合）により本人の情報であることを窓口で確認している。
・資格取得等に係る届出書等については、住民記録システムとのデータ連携により
取得しており本人以外の情報を入手することはない。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク２：不適切な方法で
入手が行われるリスク　リスク
に対する措置の内容

・個人番号の記載を要する届出書及び申請書
は、法令及び条例等において規定されるため、
被保険者及び被保険者等が個人番号の記載が
必要であることを確認することができる。
・保険料の賦課に必要な情報は、特定の相手か
ら最低限のものを取得しており、入手元から情
報を詐取・奪取することはない。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしていただ
き、たどり着いた申請フォームが何のサービス
につながるものか明示することで、住民に過剰
な負担をかけることなく電子申請を実施いただ
けるよう措置を講じている。

・個人番号の記載を要する届出書及び申請書は、法令及び条例等において規定さ
れるため、被保険者及び被保険者等が個人番号の記載が必要であることを確認
することができる。
・保険料の賦課に必要な情報は、特定の相手から最低限のものを取得しており、
入手元から情報を詐取・奪取することはない。

事前

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク４：入手の際に特定
個人情報が漏えい・紛失する
リスク　リスクに対する措置の
内容

特定個人情報の入手に関しては、次の点につい
て職員等に対する教育を徹底する。

【紙媒体に対する措置】
・特定個人情報を記録した紙媒体は定められた
保管場所で施錠管理等を行い、漏洩・紛失を防
止する。
・紙媒体を窓口で受け取り後、事務処理が完了
したら、速やかに保管場所で管理するよう徹底
する。
・保存期間経過後、速やかに廃棄するよう徹底
する。

【電子データに対する措置】
・特定個人情報が記録された電子データについ
ては、電磁的記録媒体を用いた連携を極力行
わないこととし、記録媒体を使用する場合は定
められた担当者のみが作業することとする。事
務が完了したら速やかに記録媒体から電子
データを消去し、作業状況を記録する。
・情報の入手はインターネットにつながるネット
ワークでは行わない。

【業務共通システムに対する措置】
・業務共通システムについては、情報の暗号化
を実施し、また各業務システムの専用回線との
み情報をやり取りすることで、漏洩・紛失のリス
クを防止している。

特定個人情報の入手に関しては、次の点について職員等に対する教育を徹底す
る。

【紙媒体に対する措置】
・特定個人情報を記録した紙媒体は定められた保管場所で施錠管理等を行い、漏
洩・紛失を防止する。
・紙媒体を窓口で受け取り後、事務処理が完了したら、速やかに保管場所で管理
するよう徹底する。
・保存期間経過後、速やかに廃棄するよう徹底する。

【電子データに対する措置】
・特定個人情報が記録された電子データについては、電磁的記録媒体を用いた連
携を極力行わないこととし、記録媒体を使用する場合は定められた担当者のみが
作業することとする。事務が完了したら速やかに記録媒体から電子データを消去
し、作業状況を記録する。
・情報の入手はインターネットにつながるネットワークでは行わない。

【業務共通システムに対する措置】
・業務共通システムについては、情報の暗号化を実施し、また各業務システムの専
用回線とのみ情報をやり取りすることで、漏洩・紛失のリスクを防止している。

事前

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本
人の個人番号カード又は通知カード、運転免許
証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険
法に基づく提出代行の場合）の提示や窓口での
聞き取り等に基づき、届出書及び申請書に印刷
済みの項目や介護保険システム等と照合するこ
とにより個人番号の真正性の確認を行う。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の
入力時には、チェックデジット等の機能により、
不正確な個人番号が入力されないようにしてい
る。また、個人番号カード内の記憶領域に格納
された個人番号を申請フォームに自動転記を行
うことにより、不正確な個人番号の入力を抑止
する措置を講じている。

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本人の個人番号カード又は通知カー
ド、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法に基づく提出代行の
場合）の提示や窓口での聞き取り等に基づき、届出書及び申請書に印刷済みの項
目や介護保険システム等と照合することにより個人番号の真正性の確認を行う。

事前

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本
人の個人番号カード又は通知カード、運転免許
証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険
法に基づく提出代行の場合）の提示や窓口での
聞き取り等により、本人確認を行う。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番
号付電子申請データを受領した委託機関は署
名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施す
ることとなる。これにより、本人確認を実施する。

・届出書及び申請書の提出を受ける際には、本人の個人番号カード又は通知カー
ド、運転免許証、旅券、被保険者証、身分証明証（介護保険法に基づく提出代行の
場合）の提示や窓口での聞き取り等により、本人確認を行う。

事前

令和6年9月13日

「Ⅰ基本情報」「2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム」「シス
テム2　業務共通システム（庁
内連携システム／宛名システ
ム）」「③他のシステムとの接
続」

[  ] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[○] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[○] 税務システム
[○] その他（介護保険システム、福祉システム、
国民健康保険システム、中間サーバー）

[  ] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[○] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[○] 税務システム
[○] その他（介護保険システム、福祉システム、国民健康保険システム、後期高
齢者システム、中間サーバー）

事後 重要な変更にはあたらない。

令和6年9月13日

「Ⅰ基本情報」「2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム」「シス
テム1　介護保険システム」「③
他のシステムとの接続」

[  ] 情報提供ネットワークシステム
[〇] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[○] 宛名システム等
[　] 税務システム
[　] その他（　）

[  ] 情報提供ネットワークシステム
[〇] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[○] 宛名システム等
[　] 税務システム
[○] その他（伝送通信ソフト）

事後 重要な変更にはあたらない。

令和5年3月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　２．特定個人情報の入
手　リスク４：入手の際に特定
個人情報が漏えい・紛失する
リスク　リスクに対する措置の
内容（続き）

【サービス検索・電子申請機能に対する措置】
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、委託事業者が委託契約に基づき、申
請情報を封緘し、書留等の記録が残り追跡可能
な手段で地方公共団体に郵送することにより、
安全を確保している。
また、事務所管課においても、月１回程度、サー
ビス検索・電子申請機能にアクセスして申請履
歴と到達文書とを突合し漏れがないことを確認
するものとする。

削除 事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日
「Ⅰ基本情報」「5.個人番号の
利用」「法令上の根拠」

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と
いう」）別表第一の68及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令（以下「主務省令」という）第50条
番号法別表第二の93及び94並びに行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の主務省令で定め
る事務及び情報を定める命令第46条及び第47
条

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以
下「番号法」という」）　第９条第１項、別表１００の項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別
表の主務省令で定める事務を定める命令　第５０条

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「3.
特定個人情報の入手・使用」
「⑤本人への明示」

本人に直接示していないが、番号法別表第１の
６８及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第１
の主務省令で定める事務を定める命令第５０条
に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規
定されている。

本人に直接示していないが、番号法第９条第１項、別表１００の項、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省
令で定める事務を定める命令　第５０条の認定申請時に特定個人情報を取得する
旨規定されている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅰ基本情報」「6.情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携」「②法令上の根拠」

（別表第２における情報照会の根拠）
番号法別表第二の９３及び９４の項
（別表第２における情報提供の根拠）
番号法別表第二の２、３、５、６、８、１１、１７、２
２、２６、３３、３９、４２、４３、５６の２、５８、６１、６
２、８０、８１、８７、９４、９７、１０８、１０９の項

【情報提供の根拠】（他機関→千葉市）
〇番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号。以
下「命令」という。）
第２条の表（第２，３，６，７，１１，１５，２７，３８，４２，５６，６５，６９，７０，８０，８３，
８６，８７，１０８，１１５，１１６，１２５，１２８，１３２，１３７，１４４，１５８，１６１の項の
項）

【情報照会の根拠】（千葉市→他機関）
〇番号法第１９条第８号及び命令第２条の表（第１３１，１３２の項）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「４．
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託」「委託事項２　ホス
ティングサービスの利用（デー
タセンタ）」「⑥委託先名」

日本電子計算株式会社 NECフィールディング株式会社　千葉支社 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「3.特
定個人情報の入手・使用」「⑤
本人への明示」

本人に直接示していないが、番号法別表第１の
６８及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第１
の主務省令で定める事務を定める命令第５０条
に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規
定されている。

本人に直接示していないが、番号法第９条第１項、別表１００の項、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省
令で定める事務を定める命令　第５０条の認定申請時に特定個人情報を取得する
旨規定されている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「４．
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託」「委託事項２　ホス
ティングサービスの利用（デー
タセンタ）」「⑥委託先名」

日本電子計算株式会社 NECフィールディング株式会社　千葉支社 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「3.特
定個人情報の入手・使用」「⑤
本人への明示」

本人に直接示していないが、番号法別表第１の
６８及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第１
の主務省令で定める事務を定める命令第５０条
に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規
定されている。

本人に直接示していないが、番号法第９条第１項、別表１００の項、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省
令で定める事務を定める命令　第５０条の認定申請時に特定個人情報を取得する
旨規定されている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「４．
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託」「委託事項２　ホス
ティングサービスの利用（デー
タセンタ）」「⑥委託先名」

日本電子計算株式会社 NECフィールディング株式会社　千葉支社 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「3.特
定個人情報の入手・使用」「⑤
本人への明示」

本人に直接示していないが、番号法別表第１の
６８及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第１
の主務省令で定める事務を定める命令第５０条
に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規
定されている。

本人に直接示していないが、番号法第９条第１項、別表１００の項、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省
令で定める事務を定める命令　第５０条の認定申請時に特定個人情報を取得する
旨規定されている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託」「委託事項２
ホスティングサービスの利用
（データセンタ）」「⑥委託先名」

日本電子計算株式会社 NECフィールディング株式会社　千葉支社 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「3.特定個人情報の入手・
使用」「⑤本人への明示」

本人に直接示していないが、番号法別表第１の
６８及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第１
の主務省令で定める事務を定める命令第５０条
に認定申請時に特定個人情報を取得する旨規
定されている。

本人に直接示していないが、番号法第９条第１項、別表１００の項、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省
令で定める事務を定める命令　第５０条の認定申請時に特定個人情報を取得する
旨規定されている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「４．
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託」「委託事項２　ホス
ティングサービスの利用（デー
タセンタ）」「⑥委託先名」

日本電子計算株式会社 NECフィールディング株式会社　千葉支社 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要「(３）受給ファイル」
「5.特定個人情報の提供・移
転」「提供・移転の有無」

［〇］提供を行っている（４８件）
［〇］移転を行っている（　件）

［〇］提供を行っている（２７件）
［〇］移転を行っている（１５件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要「(２）認定ファイル」
「5.特定個人情報の提供・移
転」「提供・移転の有無」

［〇］提供を行っている（４８件）
［〇］移転を行っている（　件）

［〇］提供を行っている（２７件）
［〇］移転を行っている（１５件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要「(１) 資格ファイル」
「5.特定個人情報の提供・移
転」「提供・移転の有無」

［〇］提供を行っている（４８件）
［〇］移転を行っている（　件）

［〇］提供を行っている（２７件）
［〇］移転を行っている（１５件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要「(４）給付ファイル」
「5.特定個人情報の提供・移
転」「提供・移転の有無」

［〇］提供を行っている（４８件）
［〇］移転を行っている（　件）

［〇］提供を行っている（２７件）
［〇］移転を行っている（１５件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「提
供先１」「提供先1」

都道府県知事 番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照会者（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」
「5.特定個人情報の提供・移
転」「提供・移転の有無」

［〇］提供を行っている（４８件）
［〇］移転を行っている（　件）

［〇］提供を行っている（２７件）
［〇］移転を行っている（１５件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「提供先1」

都道府県知事 番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照会者（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「提
供先１」「②提供先における用
途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「提
供先１」「①法令上の根拠」

番号法第19条第8号　別表第二の8の項 番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「提供先1」

都道府県知事 番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照会者（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「②提供先における用
途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「①法令上の根拠」

番号法第19条第8号　別表第二の8の項 番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「提供先1」

都道府県知事 番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照会者（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「②提供先における用
途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「①法令上の根拠」

番号法第19条第8号　別表第二の8の項 番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「提供先1」

都道府県知事 番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照会者（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「②提供先における用
途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「提供
先１」「①法令上の根拠」

番号法第19条第8号　別表第二の8の項 番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「移転先」

（記載なし） 特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「②提供先に
おける用途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「①法令上の
根拠」

番号法第19条第8号　別表第二の8の項 番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「②移転先における用
途」

（記載なし）
特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市が保有する特定個人情報を庁内連
携により利用する。別紙２参照

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「①法令上の根拠」

（記載なし）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用に関する条例（以下「番号利用条例」という。）第３条
第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「⑥移転方法」

（記載なし）
［〇］庁内連携システム
［〇］その他（別紙２のとおり）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「⑤移転する情報の対
象となる本人の範囲」

（記載なし） 千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特例者 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「④移転の対象となる
本人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「①法令上の根拠」

（記載なし）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用に関する条例（以下「番号利用条例」という。）第３条
第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「移転先」

（記載なし） 特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先１」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙２のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「②移転先における用
途」

（記載なし）
特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市が保有する特定個人情報を庁内連
携により利用する。別紙２参照

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙２のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑥移転方法」

（記載なし）
［〇］庁内連携システム
［〇］その他（別紙２のとおり）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし） 千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特例者 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「②移転先における用
途」

（記載なし）
特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市が保有する特定個人情報を庁内連
携により利用する。別紙２参照

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「①法令上の根拠」

（記載なし）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用に関する条例（以下「番号利用条例」という。）第３条
第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「移転先」

（記載なし） 特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし） 千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特例者 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「移転先」

（記載なし） 特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙２のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑥移転方法」

（記載なし）
［〇］庁内連携システム
［〇］その他（別紙２のとおり）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「②移転先における用
途」

（記載なし）
特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市が保有する特定個人情報を庁内連
携により利用する。別紙２参照

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「①法令上の根拠」

（記載なし）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用に関する条例（以下「番号利用条例」という。）第３条
第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑥移転方法」

（記載なし）
［〇］庁内連携システム
［〇］その他（別紙２のとおり）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし） 千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特例者 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「①法令上の
根拠」

（記載なし）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用に関する条例（以下「番号利用条例」という。）第３条
第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「移転先」

（記載なし） 特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先１」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙２のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「④移転の対
象となる本人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「③移転する
情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「②移転先に
おける用途」

（記載なし）
特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市が保有する特定個人情報を庁内連
携により利用する。別紙２参照

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「⑦時期・頻
度」

（記載なし） 別紙２のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「⑥移転方
法」

（記載なし）
［〇］庁内連携システム
［〇］その他（別紙２のとおり）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「⑤移転する
情報の対象となる本人の範
囲」

（記載なし） 千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特例者 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたらな
い。



令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「①法令上の根拠」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条第２項及
び別表（第３条関係）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「移転先」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例に定める情報照
会者（２件、別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「④移転の対象となる
本人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「②移転先における用
途」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条及び別表
（第３条関係）に定める各事務（別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙３のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「⑥移転方法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）」「移
転先２」「⑤移転する情報の対
象となる本人の範囲」

（記載なし）
千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特
例者

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「②移転先における用
途」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条及び別表
（第３条関係）に定める各事務（別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「①法令上の根拠」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条第２項及
び別表（第３条関係）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「移転先」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例に定める情報照
会者（２件、別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし）
千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特
例者

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「移転先」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例に定める情報照
会者（２件、別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙３のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(２）認定ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑥移転方法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「②移転先における用
途」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条及び別表
（第３条関係）に定める各事務（別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「①法令上の根拠」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条第２項及
び別表（第３条関係）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑥移転方法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし）
千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特
例者

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「①法令上の根拠」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条第２項及
び別表（第３条関係）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「移転先」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例に定める情報照
会者（２件、別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(３）受給ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙３のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「③移転する情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「②移転先における用
途」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条及び別表
（第３条関係）に定める各事務（別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「④移転の対象となる本
人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑦時期・頻度」

（記載なし） 別紙３のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑥移転方法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(４）給付ファイル」「5.特
定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）」「移転
先２」「⑤移転する情報の対象
となる本人の範囲」

（記載なし）
千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特
例者

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「②移転先に
おける用途」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条及び別表
（第３条関係）に定める各事務（別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「①法令上の
根拠」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例第３条第２項及
び別表（第３条関係）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「移転先」

（記載なし）

千葉市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例に定める情報照
会者（２件、別紙３参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「③移転する
情報」

（記載なし） 介護保険被保険者資格関連情報 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑤移転する
情報の対象となる本人の範
囲」

（記載なし）
千葉市に住所を有する被保険者及び住所地特
例者

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「④移転の対
象となる本人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託 」「情報
保護管理体制の確認」

【千葉市介護保険システム開発保守サービス契
約】
選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止など、個人情報保護条例等に基づき事
務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行
う者が講じなければならない事項を定めた個人
情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明
記した契約書により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。
【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の
適正な管理をさせることとするほか、目的外の
利用禁止、複写の禁止など、個人情報保護条
例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合
に、その業務を行う者が講じなければならない
事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法
令の罰則規定を明記した文書を取り交わす。

【千葉市介護保険システム開発保守サービス契
約】
選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止など、個人情報の保護に関する法律等
に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、そ
の業務を行う者が講じなければならない事項を
定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰
則規定を明記した契約書により、契約締結す
る。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。
【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の
適正な管理をさせることとするほか、目的外の
利用禁止、複写の禁止など、個人情報保護条
例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合
に、その業務を行う者が講じなければならない
事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法
令の罰則規定を明記した文書を取り交わす。

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑦時期・頻
度」

（記載なし） 別紙３のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「(５）賦課・収滞納ファイ
ル」「5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑥移転方
法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「再発防止策の内容」

【事例１】について
・庁内システムで使用する共通メールソフトの設
定を変更し、庁外メールアドレス宛に送信する
メールは全て強制的にBCCで送信されるように
した。

別紙４のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「その内容」

【事例１】
①事案／当該事案に関する個人情報の件数
　　「不審者情報」メールを希望する市民あて
メールの誤送信（各受信者が他者のメールアド
レスを閲覧できる
状態となったもの）／127件
②発生時期
　　平成30年6月
③原因
　　職員の誤操作（「CC」欄に全送信先のメール
アドレスを入力し送信）
④発生時の対応
　　全送信先へ事件の発生を周知・謝罪すると
ともに、誤送信したメールの削除を依頼

別紙４のとおり 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続 」「リスク
１：　目的外の入手が行われ
るリスク」「リスクに対する措置
の内容」

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①情報照会機能（注１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（注２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。
つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外提供や
セキュリティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（注
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。

（注１） 情報提供ネットワークシステムを使用し
た特定個人情報の照会及び照会した情報の受
領を行う機能。
（注２） 番号法別表第２及び第１９条第１４号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。
（注３） 中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や
特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①情報照会機能（注１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（注２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。
つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外提供や
セキュリティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（注
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。

（注１） 情報提供ネットワークシステムを使用し
た特定個人情報の照会及び照会した情報の受
領を行う機能。
（注２） 番号法別表及び第１９条第１４号に基づ
き、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化
したもの。
（注３） 中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や
特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月13日

「Ⅴ　開示請求、問合せ 」「１．
特定個人情報の開示・訂正・
利用停止請求」「④個人情報
ファイル簿の公表」

行っていない 行っている 事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

「Ⅴ　開示請求、問合せ 」「１．
特定個人情報の開示・訂正・
利用停止請求」「②請求方法
」

千葉市個人情報保護条例第14条に基づき、個
人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出
する。

個人情報の保護に関する法律第７７条に基づ
き、開示請求書に必要事項を記入し、提出す
る。

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

「Ⅳその他のリスク対策」「２．
従業者に対する教育・啓発」
「従業者に対する教育・啓発」
「具体的な方法」

＜千葉市における措置＞
・千葉市情報セキュリティポリシー等に基づき、
情報セキュリティ対策実施手順書を作成し、職
員へ周知する。
・正規職員を対象として、下記事項に関する研
修を実施する。非正規職員等に対しては、職場
内研修により下記事項に関する教育を行う。
①情報セキュリティに関する事項（千葉市情報
セキュリティ対策基準の定めによる。）
②特定個人情報の適正な取扱いを確保するた
めに必要なサイバーセキュリティの確保に関す
る事項（番号法の定めによる。）
③個人情報保護に関する事項（千葉市個人情
報保護事務取扱要綱の定めによる。）
・違反行為をした従業者等は、懲戒処分の指針
に基づき懲戒の対象となるほか、千葉市個人情
報保護条例に定める罰則が適用されることがあ
る。

【介護保険システムにおける措置】
・初任者を対象とした研修を毎年実施する。
・情報漏えいなどの新聞記事などを活用して危
機管理意識を啓発する。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①運用規則などに基づき、中間サーバー・プ
ラットフォームの運用に携わる職員及び事業者
に対し、セキュリティ研修などを実施することとし
ている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則などについて研修を行うこと
としている。

＜千葉市における措置＞
・千葉市情報セキュリティポリシー等に基づき、
情報セキュリティ対策実施手順書を作成し、職
員へ周知する。
・正規職員を対象として、下記事項に関する研
修を実施する。非正規職員等に対しては、職場
内研修により下記事項に関する教育を行う。
①情報セキュリティに関する事項（千葉市情報
セキュリティ対策基準の定めによる。）
②特定個人情報の適正な取扱いを確保するた
めに必要なサイバーセキュリティの確保に関す
る事項（番号法の定めによる。）
③個人情報保護に関する事項（千葉市個人情
報保護事務取扱要綱の定めによる。）
・違反行為をした従業者等は、懲戒処分の指針
に基づき懲戒の対象となるほか、個人情報の保
護に関する法律に定める罰則が適用されること
がある。

【介護保険システムにおける措置】
・初任者を対象とした研修を毎年実施する。
・情報漏えいなどの新聞記事などを活用して危
機管理意識を啓発する。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①運用規則などに基づき、中間サーバー・プ
ラットフォームの運用に携わる職員及び事業者
に対し、セキュリティ研修などを実施することとし
ている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則などについて研修を行うこと
としている。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅰ基本情報」「2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム」「シス
テム3　業務共通システム（庁
内連携システム/統合宛名シ
ステム）」「②システムの機能」

１．統合データベース管理機能
各業務システムで管理する個人情報を取得し、
一般財団法人全国地域情報化推進協会（ＡＰＰ
ＬＩＣ）が定める「地域情報プラットフォーム標準
仕様」に準拠したデータ形式で保存・管理する。

２．団体内統合宛名番号付番機能
団体内統合宛名番号が未登録の個人につい
て、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各業
務システムの宛名番号と紐づけて管理する。

３．データ連携機能
（１）庁内における各業務システムからの要求に
基づき、統合データベースで管理する情報を連
携する。
（２）中間サーバーとの情報連携を行う。

４．権限管理機能
（１）各業務システム及び業務共通システムを利
用する職員の認証を一元的に行う。
（２）統合データベースへのアクセス制御を行う。

●標準化前の現⾏システムに関する内容

１．統合データベース管理機能
各業務システムで管理する個人情報を取得し、
一般財団法人全国地域情報化推進協会（ＡＰＰ
ＬＩＣ）が定める「地域情報プラットフォーム標準
仕様」に準拠したデータ形式で保存・管理する。

２．団体内統合宛名番号付番機能
団体内統合宛名番号が未登録の個人につい
て、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各業
務システムの宛名番号と紐づけて管理する。

３．データ連携機能
（１）庁内における各業務システムからの要求に
基づき、統合データベースで管理する情報を連
携する。

４．権限管理機能
（１）各業務システム及び業務共通システムを利
用する職員の認証を一元的に行う。
（２）統合データベースへのアクセス制御を行う。

●標準化後の次期システムに関する内容
１．団体内統合宛名機能
（１）団体内統合宛名番号が未登録の個人につ
いて、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各
業務システムの宛名番号と紐づけて管理する。
（２）中間サーバーとの情報連携を行う。

２．データ連携機能
庁内における各業務システムからの要求に基
づき、住民情報等ファイルを連携する。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和6年9月13日

「Ⅴ　開示請求、問合せ 」「１．
特定個人情報の開示・訂正・
利用停止請求」「④個人情報
ファイル簿の公表」「公表場
所」

（記載なし））
千葉市ホームページ、千葉市役所２階行政資
料室

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

「Ⅴ　開示請求、問合せ 」「１．
特定個人情報の開示・訂正・
利用停止請求」「④個人情報
ファイル簿の公表」「個人情報
ファイル名」

（記載なし））
資格ファイル、受給ファイル、認定ファイル、給
付ファイル、賦課・収滞納ファイル

事後 重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「6.特定個人情報の保
管・消去」「①保管場所」

【紙媒体等における措置】
・申請書等の紙媒体の取扱いは、許可された者
以外入室することのできない執務室内に限られ
ており、使用後は、施錠可能な定められた場所
に格納している。
・窓口業務等を行う部署においては、紙媒体や
オンラインの画面が第三者に見えないような配
慮を徹底している。
【業務共通システム・介護保険システムにおけ
る措置】
２４時間３６５日有人による入退館管理を実施し
ている建物の中で、さらに入退室管理（注）を
行っている
部屋（サーバ室）に設置している施錠管理され
たサーバ内に保管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する者の
特定と、金属探知機による持込・持出物品を確
認する等の管理を行う。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

【紙媒体等における措置】
・申請書等の紙媒体の取扱いは、許可された者
以外入室することのできない執務室内に限られ
ており、使用後は、施錠可能な定められた場所
に格納している。
・窓口業務等を行う部署においては、紙媒体や
オンラインの画面が第三者に見えないような配
慮を徹底している。

【千葉市（介護保険システム及び現行業務共通
システム（庁内連携システム／統合宛名システ
ム））における措置】
２４時間３６５日有人による入退館管理を実施し
ている建物の中で、さらに入退室管理（注）を
行っている
部屋（サーバ室）に設置している施錠管理され
たサーバ内に保管する。
注：生体認証にて、サーバ室に入退室する者の
特定と、金属探知機による持込・持出物品を確
認する等の管理を行う。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

Ⅱ「５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供システ
ム除く）」
「移転先１」

特定個人番号利用事務の所管課（１３件、別紙
２参照）

特定個人番号利用事務の所管課（１２件、別紙
２参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和7年3月24日

Ⅱ「５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供システ
ム除く）」
「提供・移転の有無」

［〇］移転を行っている　（　　１５）件 ［〇］移転を行っている　（　　１４）件 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイル
の概要」「6.特定個人情報
の保管・消去」「③消去方
法」

【介護保険システム関連における措置】
・保存期間を過ぎた申請書等、紙媒体の特
定個人情報については、溶解処理等の復元
不可能な手段により廃棄する。
・電子媒体等について、保存期間を経過し
たものを廃棄する場合は、専用のデータ削
除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕等に
よりデータの復元が不可能になるようにす
る。
【中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体か
らの操作によって実施されるため、通常中
間サーバー・プラットフォームの保守・運
用を行う事業者が特定個人情報を消去する
ことはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中
間サーバー・プラットフォームの保守・運
用を行う事業者において、保存された情報
が読み出しできないように、物理的破壊又
は専用ソフトなどを利用して完全に消去す
る。

【千葉市（介護保険システム及び現行業務
共通システム（庁内連携システム／統合宛
名システム））における措置】
・保存期間を過ぎた申請書等、紙媒体の特
定個人情報については、溶解処理等の復元
不可能な手段により廃棄する。
・電子媒体等について、保存期間を経過し
たものを廃棄する場合は、専用のデータ削
除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕等に
よりデータの復元が不可能になるようにす
る。
【中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体か
らの操作によって実施されるため、通常中
間サーバー・プラットフォームの保守・運
用を行う事業者が特定個人情報を消去する
ことはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中
間サーバー・プラットフォームの保守・運
用を行う事業者において、保存された情報
が読み出しできないように、物理的破壊又
は専用ソフトなどを利用して完全に消去す
る。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出（ガバメントクラウド
移行による変更）

令和7年3月24日 前項継続 －

【ガバメントクラウド（次期業務共通シス
テム（庁内連携システム／統合宛名システ
ム））における措置】
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理
する環境に設置し、設置場所のセキュリ
ティ対策はクラウド事業者が実施する。な
お、クラウド事業者はISMAPのリストに登録
されたクラウドサービス事業者であり、セ
キュリティ管理策が適切に実施されている
ほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受
けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としてい
ること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理
するデータセンター内のデータベースに保
存され、バックアップも日本国内に設置さ
れた複数のデータセンターのうち本番環境
とは別のデータセンター内に保存される。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日 前項継続 －

【ガバメントクラウド（次期業務共通シス
テム（庁内連携システム／統合宛名システ
ム））における措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施される。地方公共団体
が管理する業務データは国及びガバメント
クラウドのクラウド事業者がアクセスでき
ないよう制御されているため特定個人情報
を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換す
る際にデータの復元がなされないよう、ク
ラウド事業者において、NIST 800-88、
ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータ
を消去する。
③既存システムについては、地方公共団体
が委託した開発事業者が既存の環境からガ
バメントクラウドへ移行することになる
が、移行に際しては、データ抽出及びクラ
ウド環境へのデータ投入、並びに利用しな
くなった環境の破棄等を実施する。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出（ガバメントクラウド
移行による変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク１」「特定個人情報の提
供・移転の記録」「具体的な方
法」

未記載

・庁内ネットワークでの情報の移転については、
庁内連携システム内に送信記録を残している。
・DVDでの情報の移転については、情報媒体へ
の書き込みなど、端末の外部に情報を持ち出す
操作記録を残している。

事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイル
の取扱いプロセスにおける
リスク対策」「５．特定個
人情報の提供・移転（委託
や情報提供システム除
く）」
「リスク１」「特定個人情
報の提供・移転の記録」

未記載 記録を残している。 事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイル
の取扱いプロセスにおける
リスク対策」「５．特定個
人情報の提供・移転（委託
や情報提供システム除
く）」

［〇］提供・移転しない ［　］提供・移転しない 事後 記載誤りを修正したもの

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク１」「特定個人情報の提
供・移転に関するルール」

未記載 定めている。 事後 記載漏れによる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク１」「リスクへの対策は
十分か」

未記載 十分である 事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク１」「特定個人情報の提
供・移転に関するルール」
「ルールの内容及びルール順
守の確認方法」

未記載

・庁内への移転については、番号法関連法令及
び番号利用条例に照らし、定められた事務につ
いてのみ行うこととし、その際には、事前にデー
タ利用について移転先と協議を行う。

事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク２」「リスクへの対策は
十分か」

未記載 十分である 事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク２」「リスクに対する措
置の内容」

未記載

・庁内での移転については、データ連携につい
て事前に協議した情報（注）及び移転先のみ、
庁内連携システム上及びDVDでの連携で行う。
（注）命令第２条の表又は番号利用条例で定め
られた情報
・USBメモリ等のDVD以外の情報媒体は使用が
できなくなっており、書き込みが可能な端末も制
限している。

事後 記載漏れによる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク３」「リスクに対する措
置の内容」

未記載

【現行業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム）における措置】
・特定個人情報の移転にあたっては、千葉市電
子情報処理規程に基づき、あらかじめ移転先が
移転元に協議し、移転元が利用目的、情報の
移転方法、情報の内容を確認し適正と認めた場
合に限り許可している。
・庁内での移転については、命令第２条の表又
は番号利用条例で定められた情報を統合ＤＢに
格納し、移転先が必要とする情報を統合ＤＢか
ら取得することで、データ連携を適切に行ってい
る。

【次期業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム）における措置】
・特定個人情報の移転にあたっては、千葉市電
子情報処理規程に基づき、あらかじめ移転先が
移転元に協議し、移転元が利用目的、情報の
移転方法、情報の内容を確認し適正と認めた場
合に限り許可している。
・業務共通システムへは、命令第２条の表又は
番号利用条例に定められた事業担当者以外か
らの特定個人情報へのアクセスが行えない仕
組みを構築している。また、当該事業に必要の
ない情報との紐付けは行えない。

【DVDでの連携における措置】
・特定個人情報の移転にあたっては、千葉市電
子情報処理規程に基づき、あらかじめ移転先が
移転元に協議し、移転元が利用目的、情報の
移転方法、情報の内容を確認し適正と認めた場
合に限り許可している。
・ＤＶＤの授受方法を職員間の手渡しに限定し、
正しい相手に確実に渡すことができる運用とし
ている。

事後 記載漏れによる変更

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」
「リスク１：目的外の入手がお
行われるリスク」「リスクに対す
る措置の内容」

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①情報照会機能（注１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（注２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。
つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外提供や
セキュリティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（注
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。

（注１） 情報提供ネットワークシステムを使用し
た特定個人情報の照会及び照会した情報の受
領を行う機能。
（注２） 番号法別表及び第１９条第１４号に基づ
き、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化
したもの。
（注３） 中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や
特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①情報照会機能（注１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（注２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。
つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外提供や
セキュリティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（注
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。

（注１） 情報提供ネットワークシステムを使用し
た特定個人情報の照会及び照会した情報の受
領を行う機能。
（注２）番号法の規定による情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の提供に係
る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個
人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断す
るために使用する
もの。
（注３） 中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や
特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

事後
左記の記載のうち、「（注２）」
の箇所について、記載誤りを
修正したもの。

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供シ
ステム除く）」
「リスク３」「リスクへの対策は
十分か」

未記載 十分である 事後 記載漏れによる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑤物理的対策」「具体的
な対策の内容」

【千葉市における措置】
・特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の物理的対策を行っている。
＜サーバー室について＞
・建物入口からサーバー室までの間において、
常駐警備による入退室管理を２４時間３６５日実
施し、加えて高精度カメラによる監視を行う。
・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の
部屋とする。
・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び
帳票等の可搬媒体は、施錠可能な場所に保管
する。
・出入口には機械により入退室を管理する設備
を設置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物
内にサーバー室を設置する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、
無停電電源装置及び非常用自家発電機を有す
る建物内にサーバー室を設置する。
・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消火
設備を有した建物内にサーバー室を設置する。
＜区役所等執務室について＞
・入退室については、当該所属内利用管理者で
ある課長・所長の許可を受けた者に特定され
る。
・クライアント端末については、個人情報を保管
していないが、セキュリティワイヤを用いて管理
している。

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置
＜サーバー室について＞
・建物入口からサーバー室までの間において、
常駐警備による入退室管理を２４時間３６５日実
施し、加えて高精度カメラによる監視を行う。
・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の
部屋とする。
・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び
帳票等の可搬媒体は、施錠可能な場所に保管
する。
・出入口には機械により入退室を管理する設備
を設置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物
内にサーバー室を設置する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、
無停電電源装置及び非常用自家発電機を有す
る建物内にサーバー室を設置する。
・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消火
設備を有した建物内にサーバー室を設置する。
＜区役所等執務室について＞
・入退室については、当該所属内利用管理者で
ある課長・所長の許可を受けた者に特定され
る。
・クライアント端末については、個人情報を保管
していないが、セキュリティワイヤを用いて管理
している。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑥技術的対策」「具体的
な対策の内容」

特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の技術的対策を行っている。
（１）不正プログラム対策
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
（２）不正アクセス対策
・インターネット等の外部ネットワークと分離し、
外部ネットワークからの不正アクセスを防止す
る。
・データに対する不正アクセスを防止するため、
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。

特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の技術的対策を行っている。

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置
（１）不正プログラム対策
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
（２）不正アクセス対策
・インターネット等の外部ネットワークと分離し、
外部ネットワークからの不正アクセスを防止す
る。
・データに対する不正アクセスを防止するため、
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

＜その他の対策＞
【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気
ディスク）へデータベースの退避データを作成し
ている。また、週毎に磁気ディスク上のデータを
ＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて保管している。
・日々の退避データは１週間、遠隔地保管する
複写データは３週間保存している。
【中間サーバー・プラネットフォームにおける措
置】
①中間サーバー・プラネットフォームをデータセ
ンターに構築し、設置場所への入退室者管理、
有人監視及び、施錠管理をすることとしている。
また、設置場所はデータセンター内の専用の領
域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避
する。

＜その他の対策＞
【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気
ディスク）へデータベースの退避データを作成し
ている。また、週毎に磁気ディスク上のデータを
ＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて保管している。
・日々の退避データは１週間、遠隔地保管する
複写データは３週間保存している。
【中間サーバー・プラネットフォームにおける措
置】
①	中間サーバー・プラネットフォームをデータセ
ンターに構築し、設置場所への入退室者管理、
有人監視及び、施錠管理をすることとしている。
また、設置場所はデータセンター内の専用の領
域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避
する。

●ガバメントクラウド（次期業務共通システム
（庁内連携システム／統合宛名システム））にお
ける措置
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が
保有・管理する環境に構築し、その環境には認
可された者だけがアクセスできるよう適切な入
退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。
③日々のデータについては、ガバメントクラウド
の機能により遠隔地保管を行う。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日 前項継続

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

●ガバメントクラ
ウド（次期業務共通システム（庁内連携システ
ム／統合宛名システム））における措置
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報システムのガバメントクラウドの利用に
関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタ
ル庁。以下「利用基準」という。）に規定する
「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバ
メントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同
じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージ
ドサービスにより、ネットワークアクティビティ、
データアクセスパターン、アカウント動作等につ
いて継続的にモニタリングを行うとともに、ログ
管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos
対策を24時間365日講じる。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク3：特定個人
情報が消去されずいつまでも
存在するリスク」「消去手順」
「手順の内容」

・消除後、保存期間（５年間）を経過したデータ
ベースに格納された特定個人情報は消去する。
・紙帳票はなし。

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置
・消除後、保存期間（５年間）を経過したデータ
ベースに格納された特定個人情報は消去する。
・紙帳票はなし。

●ガバメントクラウド（次期業務共通システム
（庁内連携システム／統合宛名システム））にお
ける措置
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続 －

④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイル
の更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメント
クラウド運用管理補助者は、導入しているOS及
びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ
ティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は、インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者の運用保守地点からガバメント
クラウドへの接続については、閉域ネットワーク
で構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国
及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御
を講じる。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日
「Ⅳその他のリスク対策」「1.監
査」「②監査」「具体的な内容」

＜千葉市における措置＞
○内部監査
「千葉市特定個人情報保護評価監査マニュア
ル」に基づき、評価総括部署は、全項目評価書
又は重点項目評価書を作成する事務におい
て、当該事務が当該評価書及び「特定個人情
報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）」の記載どおり運
用されていることを書類確認、ヒアリングその他
の方法により定期的に（原則５年間に１回以上）
監査する。
監査の結果、評価総括部署が指摘した事項に
ついては、担当部署が改善に向けた対応を行う
ものとする。

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置
○内部監査
「千葉市特定個人情報保護評価監査マニュア
ル」に基づき、評価総括部署は、全項目評価書
又は重点項目評価書を作成する事務におい
て、当該事務が当該評価書及び「特定個人情
報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）」の記載どおり運
用されていることを書類確認、ヒアリングその他
の方法により定期的に（原則５年間に１回以上）
監査する。
監査の結果、評価総括部署が指摘した事項に
ついては、担当部署が改善に向けた対応を行う
ものとする。
○「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づく
確認事項
①情報セキュリティ監査
情報セキュリティ責任者及び情報システム責任
者は、委託先における情報セキュリティ対策の
履行状況を確認する為、情報セキュリティ監査
等を必要に応じて実施する。
②情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認
・情報セキュリティ責任者及び情報システム責
任者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況
及び違反の発生状況について、常に確認を行う
こととしている。
・情報システム管理者は、情報システムの設定
が情報セキュリティポリシーを遵守したものと
なっているか、及び当該設定により問題が発生
していないか定期的に確認する。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

Ⅵ
評価実施手続
２．国民・住民等からの意
見の聴取
②実施日・期間

令和元年9月1日から令和元年9月30日まで（30
日間）

令和６年９月１３日から令和６年１０月１３日まで
（３０日間）

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

令和7年3月24日
「Ⅳその他のリスク対策」
「3.その他のリスク対策」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ
とにより、統一した設備環境による高レベルの
セキュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシー
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの
低減、及び技術力の高い運用担当者による均
一的で安定したシステム運用・監視を実現す
る。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ
とにより、統一した設備環境による高レベルの
セキュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシー
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの
低減、及び技術力の高い運用担当者による均
一的で安定したシステム運用・監視を実現す
る。

【ガバメントクラウド（次期業務共通システム（庁

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

○「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づく
確認事項
①情報セキュリティ監査
情報セキュリティ責任者及び情報システム責任
者は、委託先における情報セキュリティ対策の
履行状況を確認する為、情報セキュリティ監査
等を必要に応じて実施する。
②情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認
・情報セキュリティ責任者及び情報システム責
任者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況
及び違反の発生状況について、常に確認を行う
こととしている。
・情報システム管理者は、情報システムの設定
が情報セキュリティポリシーを遵守したものと
なっているか、及び当該設定により問題が発生
していないか定期的に確認する。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

●ガバメントクラウド（次期業務共通システム
（庁内連携システム／統合宛名システム））にお
ける措置
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

令和元年7月23日、11月19日、令和2年1月9日
令和６年11月7日、11月15日、12月4日、令和7
年3月3日

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

Ⅵ
評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
⑤評価書への反映

・「Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセス
におけるリスク対策」の部分を中心に評価書を
再度見直し、不足している対策を追記した。

- 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

令和7年3月24日

Ⅵ
評価実施手続
２．国民・住民等からの意
見の聴取
④主な意見の内容

・特定個人情報の取扱いの手段・流れを明確に
し、リスクを具体的に把握するべきである。
・「個人のプライバシー等の権利利益の保護の
宣言」の特記事項において、委託先との情報管
理体制の確認や秘密保持に関しての契約のほ
か、流出・漏えいした場合に備えての損害賠償
の予定に関する記述を追加するべきである。

意見なし 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

評価書の記載内容については、現段階の評価
としては妥当であるとして了承された。
ただし、実施機関は、特定個人情報を取り扱う
事務の委託先及び再委託先における情報管理
のあり方について、さらに検討を進めるべきで
あるとの意見が付された。

評価書の記載内容については現段階では妥当
なものとして了承された。
「ただし、重要な変更として扱われる特定個人
情報の移転に関するリスク対策が未評価となっ
ていたため、実施機関は、関係法令等に基づ
き、適切に評価を行うよう留意されたい。」との
意見が付された。

事後 重要な変更に該当しない



令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項3」「⑥委託先
名」

富士通株式会社 富士通Japan株式会社 事後

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル」「３．
特定個人情報の入手・使用」
「⑧使用方法」「権利利益に影
響を与え得る決定」

資格期間に基づき、介護保険料額を決定・更正
する。

資格情報に基づき、介護保険料額を決定・更正
する。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、誤記の修正で、リスクが高
まるものではないことから、事
前の提出・公表を必要としな
い。

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル」「３．特定個人
情報の入手・使用」「⑧使用方
法」「情報の突合」

・住所地特例者の管理を行うため、住民や施設
からの届出情報の個人番号・4情報と機構や住
民記録システムの個人番号・4情報との突合を
行う。

・住所地特例者の管理を行うため、住民や施設
からの届出情報の個人番号・5情報と機構や住
民記録システムの個人番号・5情報との突合を
行う。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、法改正に伴う修正で、リス
クが高まるものではないことか
ら、事前の提出・公表を必要と
しない。

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（５）賦課・収滞納ファイ
ル」「３．特定個人情報の入
手・使用」「①入手元」

[　] 行政機関・独立行政法人等（）
[○] 行政機関・独立行政法人等（国民健康保
険団体連合会）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、記載漏れの修正のみでリ
スクが高まるものではないこと
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（３）受給ファイル」「２．
基本情報」「④記録される項
目」「その妥当性」

追加
・医療保険関係情報
：介護保険の受給者管理を行うために保有

事後

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（３）受給ファイル」「２．
基本情報」「④記録される項目
主な記録項目」

[　] 医療保険関係情報 [○] 医療保険関係情報 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、記載漏れの修正のみでリ
スクが高まるものではないこと
から、事前の提出・公表を必
要としない。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月20日
「Ⅰ　基本情報」「５．個人番号
の利用」「法令上の根拠」

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という」）　第９条第１項、別表１００の項

・番号法　第９条第１項、別表１００の項 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、表記の修正のみでリスク
が高まるものではないことか
ら、事前の提出・公表を必要と
しない。

令和7年8月20日

「Ⅰ　基本情報」「１．特定個人
情報ファイルを取り扱う事務」
「②事務の内容　」

①　介護保険被保険者の資格の取得・変更・喪
失に係る届出
②　住所地特例の適用・変更に係る届出
③　被保険者証の交付申請
④　要介護・要支援認定申請（サービス検索・電
子申請機能での受領を含む）
⑤　要介護・要支援更新認定申請（サービス検
索・電子申請機能での受領を含む）
⑥　要介護・要支援区分変更申請（サービス検
索・電子申請機能での受領を含む）
⑦　被保険者証・負担割合証の再交付（サービ
ス検索・電子申請機能での受領を含む）
⑧　サービス種類の指定の変更申請
⑨　高額介護サービス費・高額介護予防サービ
ス費等の支給申請（サービス検索・電子申請機
能での受領を含む）
⑩　高額医療合算介護サービス費等の支給申
請
⑪　負担限度額認定申請（サービス検索・電子
申請機能での受領を含む）
⑫　特例居宅介護・予防サービス費の支給申請
⑬　福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請
（サービス検索・電子申請機能での受領を含
む）
⑭　居宅介護サービス計画作成依頼に係る届
出（サービス検索・電子申請機能での受領を含
む）
⑮　介護保険給付の支払方法の変更、一次差
止め、給付制限に関する事務
⑯　介護保険料の賦課・徴収に関する事務

①　介護保険被保険者の資格の取得・変更・喪
失に係る届出
②　住所地特例の適用・変更に係る届出
③　被保険者証の交付申請
④　要介護・要支援認定申請
⑤　要介護・要支援更新認定申請
⑥　要介護・要支援区分変更申請
⑦　被保険者証・負担割合証の再交付申請
⑧　サービス種類の指定の変更申請
⑨　高額介護サービス費・高額介護予防サービ
ス費等の支給申請
⑩　高額医療合算介護サービス費等の支給申
請
⑪　負担限度額認定申請
⑫　特例居宅介護・予防サービス費の支給申請
⑬　福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請
⑭　居宅介護サービス計画作成依頼に係る届
出
⑮　介護保険給付の支払方法の変更、一次差
止め、給付制限に関する事務
⑯　介護保険料の賦課・徴収に関する事務

※④～⑦、⑨、⑪、⑬及び⑭については、サー
ビス検索・電子申請機能による受領も行ってい
るが、受領の際に特定個人情報は取り扱ってい
ない。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、現行の手続をより詳細に
記載したものであり、リスクが
高まるものではないことから、
事前の提出・公表を必要とし
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「６．特定
個人情報の保管・消去」「②保
管期間　その妥当性」

千葉市公文書管理規則により、介護保険業務
の文書の保存期間を５年と定めているため。

実務上、過去のデータ（１０年前、２０年前など）
を確認することがあるため、保存期間は定めて
おらず、データの削除も行っていない。

事前

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「６．特定
個人情報の保管・消去」「②保
管期間　期間」

5年 定められていない 事前

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「６．特定
個人情報の保管・消去」「①保
管場所　」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバー
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）

令和7年8月20日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（２）認定ファイル、（３）
受給ファイル、（４）給付ファイ
ル、（５）賦課・収滞納ファイ
ル」「５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「特定個人番号利用事
務の所管課（１２件、別紙２参
照）」「 移転先1　①法令上の
根拠」

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用に関する条例（以下「番号利
用条例」という。）第３条第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報
提供省令第２条の表

・番号法９条２項
・番号利用条例第３条第３項
・番号法第１９条第８号及び命令第２条の表

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」「リスク
４：　入手の際に特定個人情
報が漏えい・紛失するリスク」
「リスクに対する措置の内容」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間には高度なセキュリティ
を維持した行政専用ネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失
のリスクに対応している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失の
リスクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業
務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、
監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情
報へはアクセスすることはできない。

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･
紛失のリスクに対応している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい･紛失の
リスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業
務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、
監視・障害対応等、クラウドサービス事業者の
業務は、クラウドサービスの提供であり、業務
上、特定個人情報へはアクセスすることはな
い。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」「 リスク
２：　安全が保たれない方法に
よって入手が行われるリスク」

追加

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を
確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「４．特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
」「特定個人情報ファイルの取
扱いの記録」「具体的な方法」

・上記システムアクセスログ及びアプリケーショ
ンアクセスログの保管期間は、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。

・上記システムアクセスログ及びアプリケーショ
ンアクセスログの保管期間は定めておらず、当
該システム及びアプリケーション稼働中は無期
限で保管することを想定している。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「４．特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
」「情報保護管理体制の確認」

【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の
適正な管理をさせることとするほか、目的外の
利用禁止、複写の禁止など、個人情報保護条
例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合
に、その業務を行う者が講じなければならない
事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法
令の罰則規定を明記した文書を取り交わしてい
る。

【千葉県国民健康保険団体連合会への委託】
・個人情報管理責任者を設置させ、個人情報の
適正な管理をさせることとするほか、目的外の
利用禁止、複写の禁止など、千葉市の保有する
個人情報の適切な管理のための措置に関する
指針に基づき事務の委託・再委託を行う場合
に、その業務を行う者が講じなければならない
事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法
令の罰則規定を明記した文書を取り交わしてい
る。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「４．特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
」「情報保護管理体制の確認」

【千葉市介護保険システム開発保守サービス契
約】
選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止など、個人情報の保護に関する法律等
に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、そ
の業務を行う者が講じなければならない事項を
定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰
則規定を明記した契約書により、契約締結す
る。

【介護保険システムの開発・運用に関する委託】
・契約時においては、この契約による事務に係
る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の
防止その他の個人情報の適切な管理のために
委託元と同等以上の措置を講じなければならな
い旨の他、取得の制限、目的外の利用又は第
三者への提供の禁止、複写等の禁止等を定め
た個人情報取扱特記事項を契約書に付記し、
契約締結している。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」「リスク
２：　安全が保たれない方法に
よって入手が行われるリスク」
「リスクに対する措置の内容」

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①中間サーバーは、特定個人情報保護委員会
との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情
報提供ネットワークシステムを使用して、情報提
供用個人識別符号により紐付けけられた照会
対象に係る特定個人情報を入手するため、正
確な照会対象者に係る特定個人情報を入手す
ることが担保されている。

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
①中間サーバーは、個人情報保護委員会との
協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提
供ネットワークシステムを使用して、情報提供用
個人識別符号により紐付けけられた照会対象
に係る特定個人情報を入手するため、正確な照
会対象者に係る特定個人情報を入手すること
が担保されている。

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を
確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項1」「再委託
⑨再委託事項」

システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う
改修作業

（再委託先への委託内容）
システムの運用・保守・移行業務、法制度改正
に伴う改修作業

（再々委託先への委託内容）
システム改修に伴う開発、検証作業

事前

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項1」「再委託
⑧再委託の許諾方法」

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上
で、事前に書面により再委託が必要な理由、再
委託先、再委託の内容、再委託先が取り扱う情
報及び再委託先に対する監督方法等を通知
し、承諾を得ることにより再委託できる。

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上
で、事前に書面により再委託が必要な理由、再
委託先、再委託の内容、再委託先が取り扱う情
報及び再委託先に対する監督方法等を通知
し、承諾を得ることにより再委託できる。
なお、人員不足等の理由により再々委託が必
要な場合は、再々委託先にも再委託先と同様
の許諾方法をとることにより再々委託できること
とする。

事前

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項1」「②取扱い
を委託する特定個人情報ファ
イルの範囲 」「その妥当性」

システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う
改修作業を行うために、必要な特定個人情報を
カバーする必要がある。

システムの運用・保守・移行業務、法制度改正
に伴う改修作業を行うために、必要な特定個人
情報をカバーする必要がある。

事前

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項1」「①委託内
容 」

システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う
改修作業

システムの運用・保守・移行業務、法制度改正
に伴う改修作業

事前

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「４．特定
個人情報ファイルの取扱いの
委託」「委託事項1」

システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う
改修作業業務

システムの運用・保守・移行業務、法制度改正
に伴う改修作業業務

事前

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「７．特定個人
情報の保管・消去 」「リスク３：
特定個人情報が消去されずい
つまでも存在するリスク」「手
順の内容」

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置
・消除後、保存期間（５年間）を経過したデータ
ベースに格納された特定個人情報は消去する。

●千葉市（現行介護保険システム及び現行業
務共通システム（庁内連携システム／統合宛名
システム））における措置
・消除後、業務上不要と判断した時点でデータ
ベースに格納された特定個人情報は消去する。

事前

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」「情報提
供ネットワークシステムとの接
続に伴うその他のリスク及び
そのリスクに対する措置」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用ネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、安全性を確
保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個
人情報を管理するデータベースを地方公共団
体ごとに区分管理（アクセスで制限）しており、
中間サーバー・プラットフォームを利用する団体
であっても他団体が管理する情報には一切アク
セスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者における情報漏えい等の
リスクを極小化する。

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を
確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個
人情報を管理するデータベースを地方公共団
体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中
間サーバー・プラットフォームを利用する団体で
あっても他団体が管理する情報には一切アクセ
スできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー･プラットフォームの事
業者及びクラウドサービス事業者における情報
漏えい等のリスクを極小化する。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）

令和7年8月20日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続」「リスク
６：　不適切な方法で提供され
るリスク」「リスクに対する措置
の内容」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用ネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、不適切な方
法で提供されるリスクに対応している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用
を行う事業者においては、特定個人情報に係る
業務にはアクセスができないよう管理を行い、
不適切な方法での情報提供を行えないように管
理している。

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク）等を利用することにより、不適切な
方法で提供されるリスクに対応している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい･紛失の
リスクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォームの事業者及
びクラウドサービス事業者においては、特定個
人情報に係る業務にはアクセスができないよう
管理を行い、不適切な方法での情報提供を行
えないよう管理している。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。
（中間サーバプラットフォーム
更改関係）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月8日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「６．特定
個人情報の保管・消去」「①保
管場所　」

【千葉市（介護保険システム及び現行業務共通
システム（庁内連携システム／統合宛名システ
ム））における措置】

【ガバメントクラウド（次期業務共通システム（庁
内連携システム／統合宛名システム））におけ
る措置】

【千葉市（現行介護保険システム及び現行業務
共通システム（庁内連携システム／統合宛名シ
ステム））における措置】

【ガバメントクラウド（次期介護保険システム及
び次期業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム））における措置】

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「４．特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
」「再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保」「具体的な方法」

・契約書等において、原則として、委託先は他
者へ委託し、又は請け負わせてはならず、再委
託を行う場合には、千葉市と委託先が協議した
うえ、再委託先において委託先と同程度以上の
セキュリティの体制が確保できるとして千葉市
が承認をした場合のみ例外的に認めることを定
めている。再委託先におけるセキュリティ体制に
ついては、委託先を通じて、千葉市が「外部委
託時のチェックリスト」に基づき確認する。また、
委託先は、必要があると認めるときは、再委託
先に報告を求め又は実地に検査することができ
る。

・契約書に付記した個人情報取扱特記事項に
おいて、この契約による事務を処理するための
個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り
扱わせてはならないとしており、再委託及び
再々委託を行う場合は、あらかじめ再委託先及
び再々委託先において講じられる安全管理措
置が発注者と同等程度であると認められるもの
として発注者の書面による承諾を得た場合のみ
例外的に認めることを定めている。また、委託
先は、再委託先及び再々委託先に対し、年１回
以上、原則実地検査をするものとする。

事前

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「４．特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
」「特定個人情報の提供ルー
ル」「委託先から他者への提
供に関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法」

・特定個人情報を含む業務を再委託先へ委託
する場合は、契約書等において、再委託の必要
性、再委託先での情報管理及びセキュリティ管
理について検討し、再委託の必要性と管理上の
問題が無い場合に限り、再委託を認めている。

・契約書に個人情報取扱特記事項を付記し、こ
の契約による事務に係る個人情報を当該事務
を処理する目的以外の目的に利用し、又は第
三者に提供してはならないとしており、一部の事
務を除き、遵守状況を年１回以上、実地若しくは
書面の提出にて検査することしている。

事前

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「３．特定個人情報の使
用」「リスク４：　特定個人情報
ファイルが不正に複製されるリ
スク」「リスクに対する措置の
内容」

・バックアップファイルの取得は入退室管理をし
ているデータセンタでの作業に限定されている。
・介護保険システムのＥＵＣ機能及びアクセスリ
ンク機能等においては、対象となるデータベー
スに特定個人情報を格納しない。

・バックアップファイルの取得は入退室管理をし
ているデータセンタ及びリモート保守拠点での
作業に限定されている。
・介護保険システムのＥＵＣ機能及びアクセスリ
ンク機能等においては、対象となるデータベー
スに特定個人情報を格納しない。

事前

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」「（１）資格ファイル、（２）
認定ファイル、（３）受給ファイ
ル、（４）給付ファイル、（５）賦
課・収滞納ファイル」「６．特定
個人情報の保管・消去」「③消
去方法」

【千葉市（現行介護保険システム及び現行業務
共通システム（庁内連携システム／統合宛名シ
ステム））における措置】
・保存期間を過ぎた申請書等、紙媒体の特定個
人情報については、溶解処理等の復元不可能
な手段により廃棄する。
・電子媒体等について廃棄する場合は、専用の
データ削除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕
等によりデータの復元が不可能になるようにす
る。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者において、保存された情報が読み出しで
きないように、物理的破壊又は専用ソフトなどを
利用して完全に消去する。

【ガバメントクラウド（次期介護保険システム及
び次期業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム））における措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体が管理
する業務データは国及びガバメントクラウドのク
ラウド事業者がアクセスできないよう制御されて
いるため特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に際
しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

【紙媒体等における措置】
・業務上保管をする必要がなくなった申請書
等、紙媒体の特定個人情報については、溶解
処理等の復元不可能な手段により廃棄する。

【千葉市（現行介護保険システム及び現行業務
共通システム（庁内連携システム／統合宛名シ
ステム））における措置】
・電子媒体等について廃棄する場合は、専用の
データ削除ソフトウェアの利用又は物理的粉砕
等によりデータの復元が不可能になるようにす
る。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー･プラットフォームの事業者及びクラウド
サービス事業者が特定個人情報を消去するこ
とはない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディス
クやハード等を交換する際は、クラウドサービス
事業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータ
の暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、
第三者の監査機関が定期的に発行するレポー
トにより、クラウドサービス事業者において、確
実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行
われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、データ
センターに設置しているディスクやハード等を物
理的破壊により完全に消去する。

【ガバメントクラウド（次期介護保険システム及
び次期業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム））における措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体が管理
する業務データは国及びガバメントクラウドのク
ラウド事業者がアクセスできないよう制御されて
いるため特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に際
しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

事後

令和7年12月8日

令和7年12月8日



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「７．特定個人
情報の保管・消去 」「リスク１：
特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク」「⑥技術的対
策」「具体的な対策の内容」

●ガバメントクラウド（次期業務共通システム
（庁内連携システム／統合宛名システム））にお
ける措置

●標準化後の次期システムに関する内容
【千葉市における措置】
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の技術的対策を行っている。
（１）不正プログラム対策
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
（２）不正アクセス対策
・インターネット等の外部ネットワークと分離し、
外部ネットワークからの不正アクセスを防止す
る。
・データに対する不正アクセスを防止するため、
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
【ガバメントクラウドにおける措置】

事前

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「７．特定個人
情報の保管・消去 」「リスク１：
特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク」「⑥技術的対
策」「具体的な対策の内容」

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置

●標準化前の現行システムに関する内容
【千葉市における措置】

事前

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「７．特定個人
情報の保管・消去 」「リスク１：
特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク」「⑤物理的対
策」「具体的な対策の内容」

追加

＜区役所等執務室について＞
・入退室については、当該所属内利用管理者で
ある課長・所長の許可を受けた者に特定され
る。
・クライアント端末については、個人情報を保管
していないが、セキュリティワイヤを用いて管理
している。
＜その他の対策＞
【中間サーバー・プラネットフォームにおける措
置】
①中間サーバー・プラネットフォームをデータセ
ンターに構築し、設置場所への入退室者管理、
有人監視及び、施錠管理をすることとしている。
また、設置場所はデータセンター内の専用の領
域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避
する。

事前

令和7年12月8日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「個人市民税賦課・収納
情報ファイル」「７．特定個人
情報の保管・消去 」「リスク１：
特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク」「⑤物理的対
策」「具体的な対策の内容」

●ガバメントクラウド（次期業務共通システム
（庁内連携システム／統合宛名システム））にお
ける措置

●標準化後の次期システムに関する内容
【千葉市における措置】
・特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の物理的対策を行っている。
＜サーバー室について＞
・建物入口からサーバー室までの間において、
常駐警備による入退室管理を２４時間３６５日実
施し、加えて高精度カメラによる監視を行う。
・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の
部屋とする。
・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び
帳票等の可搬媒体は、施錠可能な場所に保管
する。
・出入口には機械により入退室を管理する設備
を設置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物
内にサーバー室を設置する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、
無停電電源装置及び非常用自家発電機を有す
る建物内にサーバー室を設置する。
・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消火
設備を有した建物内にサーバー室を設置する。
＜ガバメントクラウドにおける措置＞

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月8日
「Ⅰ　基本情報」「（別添1）事
務の内容」

「（別添1）事務の内容」参照 「（別添1）事務の内容」参照
ガバメントクラウドでのシステ
ム稼働による図式の変更

令和7年12月8日

「Ⅳ　その他のリスク対策」「個
人市民税賦課・収納情報ファ
イル」「３．その他のリスク対策
」

【ガバメントクラウド（次期業務共通システム（庁
内連携システム／統合宛名システム））におけ
る措置】

【ガバメントクラウド（次期介護保険システム及
び次期業務共通システム）における措置】

令和7年12月8日

「Ⅳ　その他のリスク対策」「個
人市民税賦課・収納情報ファ
イル」「１．監査 」「②監査」「具
体的な内容」

追加

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。
【ガバメントクラウドにおける措置】
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

令和7年12月8日

「Ⅳ　その他のリスク対策」「個
人市民税賦課・収納情報ファ
イル」「１．監査 」「②監査」「具
体的な内容」

追加

【千葉市における措置】
〇内部監査
「千葉市特定個人情報保護評価監査マニュア
ル」に基づき、評価総括部署は、全項目評価書
又は重点項目評価書を作成する事務におい
て、当該事務が当該評価書及び「特定個人情
報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）」の記載どおり運
用されていることを書類確認、ヒアリングその他
の方法により定期的に（原則５年間に１回以上）
監査する。
監査の結果、評価総括部署が指摘した事項に
ついては、担当部署が改善に向けた対応を行う
ものとする。

【標準化前の現行システム／標準化後の次期
システムにおける措置】
○「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づく
確認事項
①情報セキュリティ監査
情報セキュリティ責任者及び情報システム責任
者は、委託先における情報セキュリティ対策の
履行状況を確認する為、情報セキュリティ監査
等を必要に応じて実施する。
②情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認
・情報セキュリティ責任者及び情報システム責
任者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況
及び違反の発生状況について、常に確認を行う
こととしている。
・情報システム管理者は、情報システムの設定
が情報セキュリティポリシーを遵守したものと
なっているか、及び当該設定により問題が発生
していないか定期的に確認する。

令和7年12月8日

「Ⅳ　その他のリスク対策」「個
人市民税賦課・収納情報ファ
イル」「１．監査 」「②監査」「具
体的な内容」

●千葉市（介護保険システム及び現行業務共
通システム（庁内連携システム／統合宛名シス
テム））における措置

●標準化前の現行システムに関する内容
【千葉市における措置】

事前



提供実績の概数(例：1年間に●回）

1

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

2

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

3

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

4

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

5

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

（別紙１）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二
条の表に定める事務

項番 情報照会者 特定個人番号利用事務 情報提供者 	利用特定個人情報

健康保険法による保険給付の支給
に関する事務であって主務省令で定
めるもの

市町村長 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）
による保険給付の支給、地域支援事業の実
施若しくは保険料の徴収に関する情報（以
下この条において「介護保険給付等関係情
報」という。）であって主務省令で定めるもの

二 全国健康保険協会 健康保険法第五十
五条に規定する他
の法令による給付
の支給を行うことと
されている者

健康保険法第五十五条に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

健康保険法第五十
五条に規定する他
の法令による給付
の支給を行うことと
されている者

健康保険法第五十五条に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

六

	健康保険法による保険給付の支給
に関する事務であって主務省令で定
めるもの

全国健康保険協会 船員保険法による保険給付の支給
に関する事務であって主務省令で定
めるもの

船員保険法第三十
三条に規定する他
の法令による給付
の支給を行うことと
されている者

船員保険法第三十三条に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

三 健康保険組合 市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

七 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付又は雇
用保険法等の一部を改正する法律
（平成十九年法律第三十号。以下
「平成十九年法律第三十号」とい
う。）附則第三十九条の規定によりな
お従前の例によるものとされた平成
十九年法律第三十号第四条の規定
による改正前の船員保険法による保
険給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

十一 都道府県知事 児童福祉法（昭和二十二年法律第百
六十四号）による養育里親若しくは養
子縁組里親の登録、里親の認定又
は障害児入所給付費、高額障害児
入所給付費若しくは特定入所障害児
食費等給付費の支給に関する事務
であって主務省令第十三条で定める
もの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの



6

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

7

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

8

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

9

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

10

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

11

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

12

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

13

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

十五 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付
費、特例障害児通所給付費、高額障
害児通所給付費、障害児相談支援
給付費若しくは特例障害児相談支援
給付費の支給又は障害福祉サービ
スの提供に関する事務であって主務
省令で定めるもの

市町村長 	介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

二十七 市町村長 予防接種法による給付（同法第十五
条第一項の疾病に係るものに限
る。）の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

医療保険者その他
の法令による医療
に関する給付の支
給を行うこととされ
ている者

医療保険各法その他の法令による医療に
関する給付の支給に関する情報であって主
務省令で定めるもの

三十八 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律による入院措置に関する事
務であって主務省令で定めるもの

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律第三十条の
二に規定する他の
法律による医療に
関する給付の支給
を行うこととされて
いる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第三十条の二に規定する他の法律によ
る医療に関する給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

四十二 都道府県知事等 	生活保護法による保護の決定及び
実施又は徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

五十六 日本私立学校振
興・共済事業団

私立学校教職員共済法による短期
給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

六十五 国家公務員共済組
合

国家公務員共済組合法による短期
給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

六十九 市町村長又は国民
健康保険組合

国民健康保険法による保険給付の
支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

七十 市町村長又は国民
健康保険組合

国民健康保険法による保険給付の
支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

国民健康保険法第
五十六条第一項に
規定する他の法令
による給付の支給
を行うこととされて
いる者

国民健康保険法第五十六条第一項に規定
する他の法令による給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの



14

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

23

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

八十 市町村長 災害対策基本法（昭和三十六年法律
第二百二十三号）による避難行動要
支援者名簿、個別避難計画又は被
災者台帳の作成に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

八十三 地方公務員共済組
合

地方公務員等共済組合法による短
期給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

八十六 市町村長 老人福祉法（昭和三十八年法律第百
三十三号）による福祉の措置に関す
る事務であって主務省令で定めるも
の

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

八十七 市町村長 老人福祉法による費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定める
もの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百八 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律
（昭和四十八年法律第八十二号）に
よる災害弔慰金若しくは災害障害見
舞金の支給又は災害援護資金の貸
付けに関する事務であって主務省令
で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百十五 後期高齢者医療広
域連合

高齢者の医療の確保に関する法律
による後期高齢者医療給付の支給
又は保険料の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百二十八 都道府県知事又は
広島市長若しくは
長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律による介護手当の支給に関
する事務であって主務省令で定める
もの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百十六 後期高齢者医療広
域連合

高齢者の医療の確保に関する法律
による後期高齢者医療給付の支給
に関する事務であって主務省令で定
めるもの

高齢者の医療の確
保に関する法律第
五十七条第一項に
規定する他の法令
による給付の支給
を行うこととされて
いる者

高齢者の医療の確保に関する法律第五十
七条第一項に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報であって主務省令で
定めるもの

百二十五 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による支援給付の支給
に関する事務であって主務省令で定
めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって第百二
十七条で定めるもの

百三十二 市町村長 介護保険法による保険給付の支給、
地域支援事業の実施又は保険料の
徴収に関する事務であって第主務省
令で定めるもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの



24

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

26

情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度
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情報提供ネットワークシステムによる
照会のあった都度

百三十七 都道府県知事又は
保健所を設置する
市（特別区を含
む。）の長

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（平成十年
法律第百十四号）による費用の負担
又は療養費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律第三十九条第
一項に規定する他
の法律による医療
に関する給付の支
給を行うこととされ
ている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律第三十九条第一項に規
定する他の法律による医療に関する給付の
支給に関する情報であって主務省令で定め
るもの

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百五十八 都道府県知事 	難病の患者に対する医療等に関する
法律による特定医療費の支給に関
する事務であって主務省令で定める
もの

難病の患者に対す
る医療等に関する
法律第十二条に規
定する他の法令に
よる給付の支給を
行うこととされてい
る者

難病の患者に対する医療等に関する法律
第十二条に規定する他の法令による給付
の支給に関する情報であって主務省令で定
めるもの

百六十一 都道府県知事等 「生活に困窮する外国人に対する生
活保護の措置について」（昭和二十
九年五月八日付け社発第三百八十
二号厚生省社会局長通知。以下「昭
和二十九年社発第三百八十二号通
知」という。）に基づく外国人（日本の
国籍を有しない者をいう。以下同じ。）
であって生活に困窮する者に係る保
護の決定及び実施又は徴収金の徴
収（以下この欄において「生活保護関
係事務」という。）の取扱に準じた生
活保護関係事務に関する事務であっ

市町村長 介護保険給付等関係情報であって主務省
令で定めるもの

百四十四 都道府県知事又は
市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律による
自立支援給付の支給又は地域生活
支援事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの



（別紙２）番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令第2条の表に定める事務

番号法 別表の主務省令

1
こども家庭支援課、東部児童

相談所、西部児童相談所
第19条第8号 ２条の表　11の項

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定
又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障
害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

DVD連携
令和６年度実績：0回
（移転先が必要とする都度）

2
障害福祉サービス課、各区高齢障

害支援課
第19条第8号 ２条の表　15の項

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額
障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

DVD連携
令和６年度実績：0回
（移転先が必要とする都度）

3 医療政策課 第19条第8号 ２条の表　27の項

予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限
る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの FTP連携

（庁内連携
システム）

令和６年度実績：64回

4 保護課、各区社会援護課 第19条第8号 ２条の表　42の項
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

5
健康保険課、各区市民総合窓

口課
第19条第8号 ２条の表　69の項

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：13回

6
健康保険課、各区市民総合窓

口課
第19条第8号 ２条の表　70の項

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：13回

7 防災対策課 第19条第8号 ２条の表　80の項
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動
要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

DVD連携
令和６年度実績：1回（移転
先が必要とする都度）

8
高齢福祉課、各区高齢障害支

援課
第19条第8号 ２条の表　86の項

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関
する事務であって主務省令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

9
高齢福祉課、各区高齢障害支

援課
第19条第8号 ２条の表　87の項

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

10 防災対策課、地域福祉課 第19条第8号 ２条の表　108の項
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)に
よる災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の
貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

DVD連携
令和６年度実績：0回
（移転先が必要とする都度）

11 保護課、各区社会援護課 第19条第8号 ２条の表　125の項
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

12
障害者自立支援課、障害福祉

サービス課
第19条第8号 ２条の表　144の項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

※FTP連携（庁内連携システム）による移転に係る提供実績の概数は、システム毎の合計数を記載している。

（別紙３）番号法第９条第２項及び条例に定める事務

番号法 条例

1 保護課、各区社会援護課 第９条第２項 第３条別表第１の項
生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に
関する事務であって規則で定めるもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

2
障害者自立支援課、障害福祉

サービス課
第９条第２項 第３条別表第１６の項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る地域生活支援給付サービスの給付に関する事務であって規則で定め
るもの

FTP連携
（庁内連携
システム）

令和６年度実績：340回

※FTP連携（庁内連携システム）による移転に係る提供実績の概数は、システム毎の合計数を記載している。

提供実績の概数(例：1年間
に●回）

№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途 移転方法
提供実績の概数(例：1年間
に●回）

№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途 移転方法



別紙４　個人情報に関する重大事故の内容等

年度 事案の内容 類型 再発防止策

R4

新型コロナウイルス感染症の療養期間証明書について市民Ａ及び市民Ｂから発

行依頼があったため、郵便で郵送したところ、市民Ａあての封筒に市民Ｂの証

明書も同封してしまった。

要配慮

療養期間証明書封入手順を示したマニュアル作成し、マニュアルに従って作業を行うよ

う周知した。

一つの封筒に対して封入する証明書を一枚とすることを徹底し、封筒の窓から見える宛

名以外の証明書を封入しない。

発送前に発行者リストの件数と封筒の発送件数が一致していることを確認する。

R4
市民Aへ身体障害者手帳を送付する際、誤って封筒のあて先とは別の市民Bの手

帳を封入し、送付してしまった。
要配慮

「職員のための個人情報保護ミニハンドブック」を使い個人情報保護についての注意点

を説明し特に文書の誤送付についての再発防止のポイントや情報漏洩等が発生した場合

の対応について確認した。

申請書類を送付する際に、決裁者が、住所、氏名、生年月日等間違いがないか、レ点を

付けながら確認する。

手帳を申請者に送付する際、身体障害者手帳・療育手帳の写しを確認しながら決裁者が

住所、氏名、生年月日等間違いがないか、レ点を付け確認する。

封入作業後、封入前に職員が再度封筒の宛名と手帳、通知文の宛名を一件ずつ確認し封

印を行う。

R4

新型コロナウイルスに係る入院勧告書等の書類を以前入所していた施設から家

族の住所として教示された住所に送付したところ、同姓同名の別人の家族の住

所に誤送付してしまった。（施設から聞いた住所が誤っていた。）

要配慮

書類の送付先を確認する場合は、医療機関や施設などの関係機関に確認させる場合も含

め、氏名だけでなく生年月日等複数の情報を組み合わせて検索し、同一人物のものであ

ることの確認を徹底させる。

氏名の読み仮名が一緒でも漢字が異なっていないか確認することを徹底させる。

R4
会場運営議を業務委託している新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場に

おいて、ワクチンを接種した市民のうち１人の予診表を紛失してしまった。
要配慮

予診票を紛失しない為の作業配置・予診票の保管方法を検証する

予診票を移送した直後にも市職員による枚数確認を行う

R4

Ａ病院に送付する資料について、以前Ｂ病院に送付したＥｘｃｅｌファイルを

コピーして作成したところ、上書きしたシートとは別シートにＢ病院の個人情

報が含まれていたことに気づかず、Ａ病院の事務担当者あてにメールで送信し

てしまった。

100人以上
個人情報を含むファイルをコピーして再利用することの禁止

複数のシートがあるエクセルファイルの外部への送付をやめること

R4

保育園利用内定児童について、受入園に対して本来であれば情報提供すべきで

ない事項（保護者の病歴、児童の通院予定、服薬歴）について、担当者の認識

不足から、電話にて伝達してしまった。

要配慮
・個人情報の取り扱いについて、上司に報告、相談をすることを徹底する。

・個人情報の取り扱いに関する課内の研修を実施する。

R4

Ａ病院に送付する資料（感染症患者医療費（療養費）公費負担決定通知書を発

送したところ、A病院から連絡があり、本来はB病院に発送すべきものであった

ものを誤って送付してしまったことが判明した。

要配慮
入院先が複数にわたる場合は手入力が必要となるので、入力内容のダブルチェックを徹

底する。



R5

区役所窓口で受付けた国民健康保険療養費支給申請について、本課へ送付する

ものの内容をチェックしている際に、当該申請者の申請の①診療報酬明細書

（レセプト）、②国民健康保険療養費支給申請書２７件ずつのうち、１件の①

②が足りず、課内で滅失したことが判明した。

要配慮

受付時と受付後の書類の再確認の徹底。確認不足を解消するため「療養費支給申請書

チェックシート」を策定し、受付時からダブルチェックの漏れがない体制や、処理事に

書類の内容について細かく確認が出来るようにした。

課内で個人情報の取り扱いについて、管理職より再徹底するよう、課職員全員に向けて

研修を行った。

100人以上

不正目的

R5
児童の補装具費支給決定通知書の宛先を、誤って別居している離婚した元配偶

者を記載してしまい郵送した。
要配慮

送付先と住所地が異なる場合、必ず職員二人以上で確認することを改めて確認した。特

に、離婚世帯について、班内で情報共有を行い、送付先を確認するよう周知した。今回

の対象者については、全事業で送付先情報について確認を行った。

R5

委託事業者が利用する外部使用しているサーバーへの、第三者による不正アク

セスを受け、ランサムウェア感染被害を受けたことにより、氏名、住所等の個

人情報が漏えいした。

不正目的

以下について、委託業者が実施。

・アクセスキー管理強化

・バケット管理の厳格化

・アクセスキー発行及び権限変更の承認フローの変更

・仮名加工情報についての取り扱いルールの再整備を実施

・被害にあったストレージサービスでの健診データ連携の禁止を実施

・各アクセスキー発行・権限に関する日々報告を実施

・仮名加工情報についてファイル削除期間を１時間に設定変更を実施

・システムから出力される仮名加工情報については個別パスワード設定を実施

R6 市民Aに対し、別の市民Bの障害児通所受給者証を誤って郵送した。 要配慮
封入前に複数の職員で再度封筒の宛名と決定通知書、受給者証の宛名を一件ずつ確認し

封印を行よう、課内周知徹底を図った。

R6
委託契約に基づいて行われるインフルエンザ予防接種事業について、当該事業

に協力する市内病院において52人分の予診票の原本が行方不明となった
要配慮

委託先である医療機関に向けて、個人情報の適切な取扱いに関する注意喚起を行った。

またから個人情報の取り扱いに係る責任体制及び各職員の役割の明確化の必要性につい

て改めて説明し、また個人情報管理責任者報告書、個人情報取扱事務従事者報告書を提

出するよう指導した。同報告書は１１月１２日に医療機関から市へ提出された。

R6
市民Ａ及びＢあてに障害児通所給付費支給の受給者証を送付する際、AとBで互

いに逆の受給者証を誤って送付した。
要配慮

複数種類の文書を封入する際は必ず相互のあて先や氏名等が同一であることを確認する

ことはもとより、封緘前には当該職員とは別の者による再確認の徹底について、所属長

から職員に口頭で再周知した。また、窓口や電話対応で作業が中断されることがないよ

う、課内における人員体制の配置の面で留意するとともに、作業自体に集中できる環境

スペース等の整備を図る。

①外部へのデータ持ち出しを禁止するため、会社が許可した端末や外部記録媒体以外

は、接続できないようシステム的な是正措置を講じた。

②外部への不正な持ち出しの恐れが生じたことを速やかに検知し、対応できるよう、シ

ステム的にログのチェックがリアルタイムで実施できる運用を開始。

引き続き調査を継続し、新たな事実関係が判明した場合には、本市に逐次報告。今回の

R5

特定健診の電話による受診勧奨を委託した業者において、コールセンタシステ

ムの運用保守業務従事者（元派遣社員）が顧客データが保管されているサーバ

にアクセスし、不正に約５万人の個人情報を持ち出していたことが判明した。

なお、第三者に流出させていたことは判明しているが、本市の委託に係る保有

個人情報であるかは不明。



R6

市民Aの親族が、Aの承諾を得ずに委任状を作成し、区役所において千葉市から

の住所転出届、印鑑登録の変更を行った。

本人がコンビニで証明書の取得を試みた際に発覚した。

不正目的

委任状の偽装その他、第三者による不正な行為によって、個人情報が漏えいした事案で

あるが、千葉市においては手続き上の瑕疵はなかった。そのため、現在の届出手続きを

変更するなどの対応はしない。（個人情報保護委員会にも報告済み）

R6

国民健康保険料を期限までに納付しなかった市民との連絡のためにショート

メールを発送する際、別市民とのメールの履歴を流用したため、当該別市民の

情報（氏名、メールアドレス、国民健康保険料が滞納である可能性があること

及び聴覚障害という情報）が漏えいした。

要配慮
メールを送信する際は、新たに送信する前に必ず二人で内容の確認を行うよう所属長か

ら職員に口頭で周知すると共に、メールでも注意喚起を行った。

R6

生活保護受給者の自宅において通院希望先の病院名を記載した診療依頼書交付

申請書を受け取ったが、帰庁後、診療依頼書交付申請書を紛失していることに

ついて発覚した。

要配慮

・全職員へ経緯を説明後、申請書類等個人情報の記載のあるものを個人宅訪問時には預

からないことを徹底することを所属長から職員へ口頭で周知を行った。

・所属長より改めて全職員へ個人情報の取扱いの研修を行う。個人情報が含まれている

申請書類等については、個人宅訪問時には受取らないことを徹底する。申請書類等の提

出については返信用封筒での提出やパソコン等の機器を持っている方については、課内

メールへの提出を促すよう徹底する。

R6

本市が、がん検診を委託している協力医療機関において、本市に提出する検診

票を運搬中に転倒し、その際に検診票（検診・検査結果記載のもの）の一部が

風に飛ばされ紛失したもの。

要配慮

検診票を運搬する際は厳重に封緘する等の対策を講じるよう個人情報の管理徹底を周知

して注意喚起を行う通知を送付した。

また当該医療機関も含め、全ての検診協力医療機関に対して、同注意喚起を行う文書を

医師会よりFAXにて送付した（FAXがない医療機関については、郵送した）

R6 市民Ｂの障害福祉サービスの受給者証を誤って市民Aに送付してしまった。 要配慮

以下の取扱いについて課内にて徹底するよう周知を行った。

①担当者は、決裁終了後、決裁内容を改めて確認し、決定通知書等を封筒に入れ発送準

備を行う。

②発送準備が終了した書類を他の職員が再度封筒の宛名と通知文の宛名を一件ずつ確認

し突合できたら封入し発送する。


